
295

備
後
国
杭
荘
に
お
け
る
名
主
座
に
つ
い
て

薗
部
寿
樹

﹇
論
文
要
旨
﹈

は
じ
め
に

❶
惣
荘
名
主
座
の
成
立

❷
惣
荘
名
主
座
の
構
成
と
運
営

❸
惣
荘
名
主
座
と
個
別
村
落
名
主
座
・
宮
座

❹
名
単
位
の
祭
祀

お
わ
り
に

本
稿
は
、
備
後
国
御
調
郡
杭
荘
（
現
広
島
県
三
原
市
久
井
地
域
）
に
お
け
る
名
主
座
の
構
成
と
展

開
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
名
主
座
と
は
、
一
四
世
紀
初
頭
ご
ろ
成
立
し
た
、
村
落
内
身
分

で
あ
る
名
主
頭
役
身
分
の
者
た
ち
の
身
分
集
団
で
あ
る
。
名
主
頭
役
身
分
と
は
、
名
主
職
の
所
持
を

も
と
に
、
宮
座
で
あ
る
名
主
座
の
頭
役
を
勤
仕
す
る
者
の
村
落
内
身
分
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
村
落

内
身
分
と
は
、
村
落
集
団
に
よ
り
お
の
お
の
独
自
に
認
定
・
保
証
さ
れ
、
一
義
的
に
は
そ
の
村
落
内

で
通
用
し
、
村
落
財
政
に
よ
り
支
え
ら
れ
た
身
分
体
系
で
あ
る
。

杭
荘
に
お
け
る
杭
稲
荷
神
社
の
名
主
座
は
一
四
世
紀
前
期
ま
で
に
は
成
立
し
て
お
り
、見
子
当（
神

楽
座
）・
東
座
・
西
座
と
い
う
構
成
で
あ
っ
た
。
中
世
後
期
の
杭
荘
に
お
い
て
、
杭
稲
荷
神
社
の
惣

荘
名
主
座
、
下
津
八
幡
宮
の
準
惣
荘
名
主
座
（
下
津
・
吉
田
両
村
の
名
を
基
盤
と
す
る
）、
そ
し
て

江
木
村
の
艮
神
社
、
吉
田
村
の
厳
島
社
、
天
満
宮
、
某
社
（
大
仙
社
カ
）、
和
草
村
の
（
上
組
）
八

幡
宮
、
莇
原
村
の
高
杉
社
、
某
社
（
愛
宕
社
カ
）、
某
社
（
上
大
幡
社
カ
）、
某
社
（
中
大
幡
社
カ
）、

某
社
（
大
幡
社
カ
）、
某
社
（
神
社
名
不
詳
）
及
び
下
津
村
の
金
比
羅
社
な
ど
十
二
社
の
個
別
村
落

宮
座
が
成
立
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
一
村
落
に
一
神
社
（
宮
座
）
と
い
う
思
い
込
み
が
従
来

の
研
究
に
み
ら
れ
た
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
名
主
座
、
宮
座
、
村
落
内
身
分
、
名
単
位
の
祭
祀
、
備
後
国
杭
荘
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は
じ
め
に

本
稿
は
、
備
後
国
御
調
郡
杭
荘
（
現
広
島
県
三
原
市
久
井
地
域
）
に
お
け
る
名
主

座
の
構
成
と
展
開
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

名
主
座
と
は
、
一
四
世
紀
初
頭
ご
ろ
成
立
し
た
、
村
落
内
身
分
で
あ
る
名
主
頭
役

身
分
の
者
た
ち
の
身
分
集
団
で
あ
る
）
1
（

。

名
主
頭
役
身
分
と
は
、
名
主
職
の
所
持
を
も
と
に
、
宮
座
で
あ
る
名
主
座
の
頭
役

を
勤
仕
す
る
者
の
村
落
内
身
分
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
村
落
内
身
分
と
は
、
村
落
集

団
に
よ
り
お
の
お
の
独
自
に
認
定
・
保
証
さ
れ
、
一
義
的
に
は
そ
の
村
落
内
で
通
用

し
、
村
落
財
政
に
よ
り
支
え
ら
れ
た
身
分
体
系
で
あ
る
。

備
後
国
杭
荘
の
名
主
座
に
つ
い
て
は
、
藤
井
昭
氏
の
先
行
研
究
が
あ
る
）
2
（

。
藤
井
氏

の
研
究
は
、
杭
稲
荷
神
社
（
現
久
井
稲
生
神
社
）
に
お
け
る
現
行
の
名
主
座
祭
祀
と

文
献
上
の
名
（
み
ょ
う
）
と
を
対
比
し
て
、
名
主
座
の
構
成
と
祭
祀
形
態
、
名
の
内

部
構
造
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
労
作
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
名
主
座
の
祭
祀
と
名
と

の
関
係
が
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
村
落
に
お
け
る
名
主
座
の
位
置
づ
け
や
そ
の
変
化
な
ど
、

名
主
座
の
歴
史
的
な
変
化
や
歴
史
社
会
に
お
け
る
名
主
座
の
あ
り
か
た
に
関
す
る
考

察
が
藤
井
氏
の
研
究
で
は
弱
い
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
点
を
勘
案
し
て
、
考
察
を
す
す

め
た
い
。

杭
荘
名
主
座
に
関
す
る
史
料
と
し
て
は
、
久
井
稲
生
神
社
文
書
・
山
科
家
文
書
が

あ
る
。
久
井
稲
生
神
社
文
書
は
久
井
稲
生
神
社
で
宮
司
の
羽
田
家
が
保
管
す
る
文
書

群
、
山
科
家
文
書
は
東
座
触
頭
と
さ
れ
る
山
科
家
が
保
管
す
る
文
書
群
で
あ
る
。
山

科
家
文
書
の
一
部
は
活
字
化
さ
れ
て
い
る
）
3
（

が
、
そ
れ
以
外
の
文
書
は
活
字
化
さ
れ
て

い
な
い
。
今
回
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
「
宮
座
と
社
会
」
の
一
環
と
し

て
撮
影
し
た
も
の
を
用
い
る
）
4
（

。

本
稿
で
は
、
名
主
座
の
構
成
と
運
営
の
あ
り
か
た
、
及
び
惣
荘
の
名
主
座
と
個
別

村
落
の
名
主
座
と
の
関
連
な
ど
の
点
を
中
心
に
、
杭
荘
に
お
け
る
名
主
座
を
考
察
し

た
い
。

❶
惣
荘
名
主
座
の
成
立

備
後
国
杭
荘
は
、
平
安
後
期
に
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
、
京
都
伏
見
稲
荷
神
社
の

領
地
で
あ
っ
た
）
5
（

。
同
荘
の
範
囲
は
、後
述
す
る
杭
稲
荷
神
社
の
祭
祀
圏
か
ら
推
し
て
、

江
木
・
下
津
・
吉
田
・
莇
原
・
和
草
・
泉
・
羽
倉
の
諸
地
域
に
わ
た
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。

杭
稲
荷
神
社
の
由
来
記
）
6
（

に
よ
る
と
、
九
三
八
（
天
慶
元
）
年
、
杭
荘
内
下
津
村
谷

の
原
田
に
稲
荷
神
が
影
向
し
た
。
そ
こ
に
七
郷
の
民
が
杭
木
を
持
ち
寄
っ
て
社
殿
を

造
営
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
域
を
杭
荘
と
呼
ん
だ
と
い
う
。

こ
の
所
伝
に
つ
い
て
実
否
は
不
明
で
あ
る
が
、
杭
荘
成
立
期
に
杭
稲
荷
神
社
が
領

主
の
稲
荷
神
社
か
ら
勧
請
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
点
で
注
意
さ

れ
る
の
は
、現
在
の
久
井
稲
生
神
社
の
境
内
摂
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
八
重
垣
神
社（
祇

園
神
社
）
で
あ
る
。『
藝
藩
通
志
』
に
よ
る
と
、
同
社
は
稲
荷
神
勧
請
以
前
か
ら
祀

ら
れ
て
い
た
地
主
神
だ
と
い
う
伝
承
が
あ
る
）
7
（

。
こ
こ
に
、
杭
荘
形
成
期
に
お
け
る
荘

園
在
地
祭
祀
を
め
ぐ
る
動
き
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

そ
の
後
、
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
稲
荷
神
は
現
在
の
社
地
で
あ
る
江
木
村
北
方

の
亀
甲
山
に
遷
座
し
た
。
な
お
、
現
在
の
久
井
稲
生
神
社
と
い
う
社
名
は
、
近
代
に

杭
稲
荷
宮
・
杭
稲
荷
神
社
か
ら
改
称
し
た
も
の
で
あ
る
。

由
来
記
に
七
郷
の
民
が
杭
の
稲
荷
神
を
祀
っ
た
よ
う
に
、
杭
稲
荷
神
社
は
、
杭
荘

の
荘
鎮
守
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
杭
稲
荷
神
社
の
名
主
座
は
、
杭
荘
全
域
す
な
わ
ち
江

木
・
下
津
・
吉
田
・
莇
原
・
和
草
・
泉
・
羽
倉
の
村
落
を
祭
祀
圏
と
し
て
い
た
。
し

か
し
、
そ
の
祭
祀
は
個
別
村
落
単
位
で
は
な
く
、
名
を
単
位
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
ま
ず
杭
稲
荷
神
社
名
主
座
の
ほ
ぼ
全
容
を
示
す
史
料
を
提
示
し
た
い
。
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稲
○荷
御
当
之
覚△

了
家
分                  

△
地
頭
分  

国
広                        

兼
正      

乗
時                        

行
実      

時
宗                        

国
末      

実
光                        

森
数      

行
広                        

国
時      

広
光　
　
　
　
　
　
　
　
　

近
吉    

広
正　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
信    

重
宗                        

為
安      

是
重　
　
　
　
　
　
　
　

貞
末      

貞
清                        

旦
光      

吉
広                        
宗
重      

是
清                        
友
重      

森
重                        

久
年      

光
信                        

影
久      

長
正　
　
　
　
　
　
　
　

為
清      

森
光                        

兼
本      

末
正                        

森
兼      

末
成                        

髙
透      

宗
乗　
　
　
　
　
　
　
　

宗
藤      

森
広　
　
　
　
　
　
　
　

末
信      

国
行　
　
　
　
　
　
　
　

年
信      

近
末                  　
　

吉
国      

貞
森                 　
　

 

近
広      

乗
宗                 　
　

 

清
実      

宗
平                 　
　

 

時
乗      

末
近　
　
　
　
　
　
　
　
　

友
安      

末
宗　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
森      

貞
友　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
郎
丸    

石
丸　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
藤      

為
安　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
里      

末
長　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
乗      

重
藤　
　
　
　
　
　
　
　
　

光
ふ
さ    

貞
久　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
兼      

光
正　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
安      

吉
光　
　
　
　
　
　
　
　
　

時
森      

貞
信　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
年      

近
重　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
年      

有
末　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
宗      

秋
光　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
実      

藤
森　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
広      

国
安　
　
　
　
　
　
　
　
　

貞
広      

光
長　
　
　
　
　
　
　
　
　

旦
処      

近
広　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
常      

是
兼                   

壱
人
者 

髙
透     

貞
広　
　
　
　
　
　
　
　
　

貞
光      

末
光　
　
　
　
　
　
　
　
　

友
宗      

　

 

西
ヘ
入
ル 

光
宗　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
藤      

                                       　
　
　

貞
宗      

                                       　
　
　

実
正      

                  　
　

　
　
　

右
御
稲
荷
御
湯当
文
移
シ
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慶
長
三
年                               

　
　
　
　
　
　

八
月
十
五
日　
　
　
　
　

□
□
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貞
光
源
右
衛
門

こ
れ
は
一
五
九
八
（
慶
長
三
）
年
の
頭
文
で
あ
る
）
8
（

。
こ
こ
に
は
「
名
」（
み
ょ
う
）

と
い
う
記
載
こ
そ
な
い
が
、「
国
広
」、「
兼
正
」
な
ど
名
に
よ
く
み
ら
れ
る
嘉
名
が
「
了

家
分
」・「
地
頭
分
」
に
わ
か
れ
て
二
段
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

「
了
家
分
」
は
領
家
分
の
こ
と
で
領
家
座
や
東
座
と
も
呼
ば
れ
、「
地
頭
分
」
は
地

頭
座
や
西
座
と
も
呼
ば
れ
る
）
9
（

。
領
家
座
は
四
七
名
、
地
頭
座
は
四
九
名
で
構
成
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
為
安
、
近
広
、
貞
広
の
三
名
は
領
家
座
・
地
頭
座
双
方
に
重
複

し
て
い
る
。
ま
た
領
家
座
の
光
宗
は
「
西
ヘ
入
ル
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
が
、
地
頭

座
に
は
所
見
が
な
い
。
ま
た
地
頭
座
の
髙
透
は
「
壱
人
者
」
と
い
う
注
記
付
き
で
同

じ
地
頭
座
に
重
複
記
載
さ
れ
て
い
る
。

名
は
ほ
と
ん
ど
が
二
つ
ず
つ
括
弧
に
括
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
二
名
が
番
を
組
ん

で
頭
役
を
勤
仕
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
方
式
は
、
現
在
の
久
井
稲
生
神

社
に
お
け
る
祭
祀
「
お
当
座
」
で
も
継
承
さ
れ
て
い
る
）
10
（

。

領
家
座
の
名
の
所
在
地
は
、
一
六
二
四
（
寛
永
元
）
年
の
史
料
）
11
（

か
ら
み
て
、
下

津
・
吉
田
・
泉
・
羽
倉
に
わ
た
っ
て
い
る
。
一
方
、
地
頭
座
の
名
の
所
在
地
は
、

一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）
年
の
御
当
帳
写
と
照
合
す
る
と
、
江
木
・
和
草
・
泉
・
莇

原
・
吉
田
に
わ
た
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
）
12
（

。

領
家
座
の
名
が
あ
る
下
津
・
吉
田
・
泉
・
羽
倉
は
、
杭
荘
の
南
方
、
地
頭
座
の
名

が
あ
る
江
木
・
和
草
・
泉
・
莇
原
・
吉
田
は
同
荘
の
北
方
に
ほ
ぼ
分
布
す
る
。

注
意
し
た
い
の
は
、
泉
、
吉
田
に
は
ど
ち
ら
の
座
の
名
も
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
泉
に
は
、
領
家
座
の
重
宗
・
是
清
・
森
光
・
乗
宗
・
為
安
・
重
藤
・

有
末
・
光
長
が
あ
り
、
ま
た
地
頭
座
の
貞
末
・
久
年
・
森
兼
・
時
乗
・
重
乗
・
行
兼
・

重
実
・
重
常
も
所
在
す
る
。
ま
た
吉
田
に
は
、
領
家
座
の
藤
森
・
国
安
と
地
頭
座
の

貞
広
・
旦
処
が
み
ら
れ
る
。

以
上
の
事
実
は
、
領
家
座
・
地
頭
座
が
、
名
を
単
位
と
し
つ
つ
、
個
別
村
落
ご
と

に
截
然
と
杭
荘
内
を
分
割
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

中
国
地
方
に
お
い
て
、惣
荘
（
惣
郷
）
の
下
に
個
別
村
落
が
形
成
し
て
く
る
の
は
、

備
中
国
新
見
荘
の
事
例
な
ど
か
ら
、
少
な
く
と
も
一
四
世
紀
前
期
と
思
わ
れ
る
）
13
（

。

ま
た
領
家
座
・
地
頭
座
の
名
称
か
ら
み
て
、
こ
の
区
分
は
領
家
・
地
頭
の
下
地
中

分
を
反
映
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
杭
荘
に
お
い
て
個
別
村
落
が
徴
税
単
位
に
ま
で
成
長
し
て
く

る
一
四
世
紀
前
期
以
前
に
下
地
中
分
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

一
方
、
中
国
地
方
に
お
い
て
名
主
座
が
成
立
す
る
の
は
、
一
般
的
に
一
四
世
紀
初

頭
か
そ
れ
に
近
い
時
期
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
14
（

。

そ
こ
で
、
個
別
村
落
が
未
成
熟
で
か
つ
下
地
中
分
が
実
施
さ
れ
た
後
の
時
期
と
い

う
こ
と
か
ら
、
一
四
世
紀
前
期
ま
で
に
、
杭
稲
荷
神
社
名
主
座
の
領
家
座
・
地
頭
座

は
成
立
し
て
い
た
と
想
定
で
き
よ
う
。

杭
稲
荷
神
社
名
主
座
を
構
成
し
て
い
た
の
は
、
領
家
座
（
東
座
）・
地
頭
座
（
西

座
）
と
見
子
ノ
当
（
以
下
、
見
子
当
と
記
す
）
で
あ
る
。
見
子
当
の
全
容
は
以
下
の

史
料
）
15
（

の
よ
う
に
み
ら
れ
る
。

見
子
と
う
覚                                           

未
之
年                                               

　
　

か
け
久     　

                            　
　
　
　
　

け
ん
子  

一                                                   
      

ほ
う
さ
こ                                　
　
　
　
　

 

け
ん
子  

         

こ
れ
ハ
さ
ね
正                                   

申
之
年                                               

      

さ
た
ミ
つ                               　
　
　
　
　

  

見
子    

一                                                   

　
　

九
郎
右
衛
門                             　
　
　
　
　

 

け
ん
子  

         

こ
れ
ハ
三
ク
ハ                                   

酉
之
年                                               

　
　

か
ね
正　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

へ
ん
と
う

一                                                   
      

九
郎
右
衛
門　

      　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

見
子    

         
こ
れ
ハ
九
郎
左
衛
門
ま
へ
も
ん
で                     
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戌
之
年                                               

      

宮
本　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
主    

一                                                   
      

き
よ
う
ふ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

見
子    

　
　
　

是
ハ
下
津
村
ま
へ
ど
い                             

亥
ノ
と
し                                             

　
　

門
田　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

へ
ん
と
う

一                                                   
　
　

さ
ね
正　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

見
子    

　
　

こ
れ
ハ
宮
さ
こ                                     

子
ノ
と
し                                             

　
　

そ
ね　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ね
き    

一                                                   

　
　

む
ね
と
う　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

見
子    

丑
ノ
□                                               

　
　

と
ち
さ
こ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

見
子    

　
　

是
は
兼
正                                         

一                                                   

　
　

大
神
田　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
主    

　
　

こ
れ
そ
ね                                         

寅
ノ
と
□                                             

　
　

物
申               　
　

                  　
　
　
　
　

け
ん
子  

一                                                   

　
　

い
き
と
う                                 　
　
　
　
　

見
子    

卯
ノ
と
し                                             

　
　

末
の
ふ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

見
子    

一                                                   

　
　
　
　

と
う
と
う　
　
　
　
　
　

              　
　
　
　
　

 

け
ん
子  

　
　
　
　

こ
れ
■
■
と
ち
迫                                   

右
年
付
ニ
而
ハ
紛
申
候
と
し
〳
〵
あ
た
り
申
所
ニ
○た
れ
仕
と

付
札
仕
候
而
、
そ
れ
お
以

前
之
と
う
に
ん
し
り
、
其
つ
き
〳
〵
ふ
れ
可
申
、
無
失
念
付
札
可
仕
事
か
ん
や

う
ニ
候

　
　

触
本　

江
木
村　

金
正

名
称
は
見
子
当
と
い
う
が
、
実
質
的
に
は
神
主
や
見
子
な
ど
の
座
で
あ
る
。
こ
の

見
子
当
も
名
ご
と
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
二
名
ず
つ
番
を
組
ん
で
頭
役
を
勤
仕

し
て
い
た
状
況
は
、
領
家
座
・
地
頭
座
と
同
様
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
こ
の
三
座
が
ど
の
よ
う
に
関
連
し
、
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
て
い
た

の
か
を
み
て
み
よ
う
。

❷
惣
荘
名
主
座
の
構
成
と
運
営

杭
稲
荷
神
社
名
主
座
は
、
杭
荘
全
体
に
わ
た
る
組
織
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
問
題

に
な
る
の
は
荘
園
の
組
織
、
な
か
ん
ず
く
荘
官
と
の
関
係
で
あ
る
。

一
二
九
三
（
正
応
六
）
年
の
史
料
に
、「
稲
荷
社
領
杭
庄
下
司
職
」
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
）
16
（

。「
景
実
得
理
」
と
あ
っ
て
、
景
実
な
る
人
物
が
杭
荘
下
司
職
を
所
持
し
て

い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
後
、
下
司
職
に
関
す
る
徴
証
は

史
料
上
み
ら
れ
な
い
。

鎌
倉
期
の
地
頭
職
に
つ
い
て
も
徴
証
が
な
い
。
南
北
朝
期
に
は
い
る
と
、

一
三
五
一
（
観
応
二
）
年
、
足
利
尊
氏
が
三
吉
覚
弁
に
備
後
国
泉
村
地
頭
職
を
与
え

て
い
る
）
17
（

。
こ
の
宛
行
状
の
泉
村
地
頭
職
に
は
「
波
佐
竹
四
郎
二
郎
跡
」
と
割
注
が
あ

り
、
こ
の
地
頭
職
が
鎌
倉
期
以
来
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
ま
た
、

こ
の
三
吉
覚
弁
に
よ
る
泉
村
地
頭
職
支
配
は
、
小
文
一
族
な
る
も
の
の
妨
害
が
あ
っ

て
、
安
定
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
）
18
（

。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
杭
荘
泉
村
に
は
地
頭
座
の
貞
末
・
久

年
・
森
兼
・
時
乗
・
重
乗
・
行
兼
・
重
実
・
重
常
名
が
所
在
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

三
吉
覚
弁
が
得
た
泉
村
地
頭
職
は
、
下
地
中
分
後
の
地
頭
方
の
名
を
基
盤
と
し
た
も

の
で
あ
り
、
鎌
倉
期
の
地
頭
職
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た

だ
し
、
泉
村
に
は
領
家
座
の
重
宗
・
是
清
・
森
光
・
乗
宗
・
為
安
・
重
藤
・
有
末
・

光
長
名
も
あ
る
の
で
、
泉
村
地
頭
職
と
い
っ
て
も
泉
村
一
円
に
及
ぶ
も
の
で
は
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
杭
荘
に
は
下
司
職
、
地
頭
職
が
存
在
し
て
い
た
。

（（（（
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し
か
し
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
下
司
や
地
頭
の
所
職
や
名
田
に
関
す
る
徴
証

が
、
残
存
し
て
い
る
名
主
座
関
係
史
料
の
な
か
に
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
名
主
座
の
各
名
そ
の
も
の
が
地
頭
な
ど
の
所
職
と
か
か
わ
る
こ
と
を
端
的

に
示
す
も
の
も
一
切
な
い
。

前
述
し
た
泉
村
地
頭
職
と
関
連
す
る
可
能
性
が
あ
る
地
頭
座
の
貞
末
・
久
年
・
森

兼
・
時
乗
・
重
乗
・
行
兼
・
重
実
・
重
常
名
も
、
ま
と
ま
っ
た
形
で
地
頭
名
と
い
う

形
態
を
と
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

以
上
の
点
か
ら
み
て
、
杭
荘
名
主
座
の
構
成
に
は
少
な
く
と
も
下
司
・
地
頭
ク
ラ

ス
の
荘
官
当
主
が
直
接
関
与
し
て
は
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
、

中
国
地
方
の
他
の
名
主
座
と
同
様
で
あ
る
）
19
（

。

一
方
、
杭
荘
に
は
公
文
も
存
在
し
た
。
史
料
的
に
は
、
一
六
世
紀
中
期
に
「
公
文

分
」
と
い
う
ほ
ぼ
得
分
権
化
し
た
形
で
で
て
く
る
）
20
（

。
こ
れ
は
、「
物
申
」
と
い
う
名

主
座
社
家
の
職
に
付
随
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
そ
の
も
の
は
、
公
文
そ

の
も
の
が
名
主
座
に
直
接
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

た
だ
、
社
家
の
物
申
職
と
の
関
連
で
、
公
文
が
名
主
座
の
構
成
員
で
あ
っ
た
可
能

性
も
想
定
で
き
る
。
安
芸
国
久
島
郷
大
歳
神
社
の
名
主
座
で
は
、
公
文
と
ほ
ぼ
同
レ

ベ
ル
の
荘
官
と
み
ら
れ
る
久
島
郷
刀
袮
が
名
主
座
の
構
成
員
で
あ
っ
た
）
21
（

。
公
文
ク
ラ

ス
の
荘
官
が
、
杭
荘
名
主
座
見
子
当
の
一
員
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
見
子
当
の
構
成
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
見
子
当
の
構
成

を
示
す
最
も
古
い
史
料
〔
一
七
五
四
《
宝
暦
四
》
年
か
そ
れ
以
前
成
立
〕
に
よ
る
と
、

見
子
当
は
神
主
二
名
、
祢
宜
一
名
、
別
当
（
へ
ん
と
う
）
二
名
、
巫
女
（
見
子
、
け

ん
子
）
一
三
名
の
合
計
一
八
名
で
構
成
さ
れ
て
い
る
）
22
（

。

こ
の
う
ち
、
神
主
の
「
宮
本
」
は
、
現
在
の
久
井
稲
生
神
社
宮
司
で
あ
る
羽
田
氏

が
継
承
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
）
23
（

。「
宮
本
」
は
羽
田
家
の
屋
号
で
も
あ
り
、
ま
た
羽

田
氏
は
領
家
座
の
広
正
名
の
名
主
で
も
あ
る
。

も
う
一
方
の
神
主
「
大
神
田
」
は
、近
代
に
江
木
村
の
岡
田
氏
が
勤
仕
し
て
い
る
。

大
神
田
及
び
岡
田
氏
の
関
係
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
見
子
当
の
巫
女
や
江
木
村

の
艮
神
社
に
お
け
る「
き
よ
む
ね
」名
の
主
）
24
（

も
、別
家
だ
が
同
じ
岡
田
姓
の
家
で
あ
る
。

巫
女
（
見
子
・
け
ん
子
）
一
三
名
の
な
か
に
、「
物
申
」
が
み
え
る
。
物
申
は
、

一
般
に
「
祝
詞
な
ど
を
奏
上
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
）
25
（

。
見
子
当
の
物
申
は
、「
物

申
役
」と
も
呼
ば
れ
る
杭
庄
御
稲
荷「
神
職
」で
あ
る
）
26
（

。『
藝
藩
通
志
』は
、物
申
を「
祝

白
」（
も
の
ま
を
し
）
と
記
載
し
て
い
る
）
27
（

。
物
申
は
、
一
般
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
祝
」

に
相
当
す
る
神
職
で
は
な
か
っ
た
か
。

物
申
を
勤
め
る
江
木
村
の
山
科
氏
は
、
領
家
座
触
頭
（
後
述
）
の
光
宗
名
の
名
主

で
あ
る
。
ま
た
山
科
氏
は
、
近
代
、
江
木
村
艮
神
社
・
諏
訪
神
社
の
社
衛
（
社
用
係
）

に
も
任
命
さ
れ
て
い
る
）
28
（

。

見
子
の
「
さ
た
ミ
つ
」
は
、
近
代
、
江
木
村
の
千
鶴
・
坂
本
氏
が
勤
め
て
い
る
。

こ
の
貞
光
名
は
、
後
述
す
る
戦
国
期
の
物
申
役
相
論
の
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
貞
光

氏
が
本
来
所
持
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
）
29
（

。
ま
た
貞
光
名
（
定
光
名
）
は
い
ま
で
は
江

木
村
の
岡
田
氏
が
勤
仕
し
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
一
五
九
八
（
慶
長
三
）
年
ま
で

は
江
木
村
の
貞
光
（
定
光
）
氏
が
勤
仕
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
）
30
（

。

前
に
み
た
よ
う
に
、
現
在
は
領
家
座
の
山
科
氏
が
物
申
を
勤
仕
し
て
お
り
、
地
頭

座
貞
光
名
の
物
申
の
相
論
史
料
も
同
家
が
所
有
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
、
か
つ
て

貞
光
氏
が
勤
仕
し
て
い
た
物
申
職
を
山
科
氏
が
継
承
し
た
と
い
う
こ
と
も
想
定
で
き

る
。
古
文
書
の
流
れ
（
移
動
）
か
ら
す
る
と
、
こ
の
見
方
の
方
が
自
然
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、そ
う
で
あ
れ
ば
、見
子
当
に
「
物
申
」（
名
）
と
と
も
に
「
さ
た
ミ
つ
」

名
が
残
存
し
て
い
る
の
は
、
や
や
不
自
然
に
思
わ
れ
る
。

現
在
、
見
子
当
に
「
物
申
」（
名
）
と
「
さ
た
ミ
つ
」
が
併
存
し
て
い
る
点
か
ら

考
え
て
、
本
来
、
見
子
当
に
は
、
物
申
役
が
東
西
二
座
に
相
応
し
て
二
名
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、現
在
、山
科
氏
が
勤
仕
し
て
い
る
の
は
、

領
家
座
に
相
当
す
る
物
申
役
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
地
頭
座
に
相
当
す
る
貞
光
名
の
物

申
役
は
、
あ
る
段
階
で
退
転
し
、
見
子
当
に
「
さ
た
ミ
つ
」
名
の
み
が
残
っ
た
と
み

る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
貞
光
名
の
物
申
が
退
転
し
た
後
に
、
何
ら
か
の
理
由
で
、

山
科
氏
に
地
頭
座
貞
光
名
の
物
申
の
相
論
史
料
が
伝
わ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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見
子
当
に
は
東
西
二
座
に
相
当
す
る
よ
う
に
、
領
家
座
担
当
の
物
申
と
地
頭
座
担

当
の
物
申
が
本
来
は
存
在
し
て
い
た
と
み
て
お
き
た
い
。

な
お
、
地
頭
座
の
定
光
氏
は
、
助
歳
名
の
名
主
と
し
て
、
地
頭
座
の
触
頭
を
勤
仕

し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

禰
宜
の
「
そ
ね
」
は
、
近
代
、
江
木
村
・
賀
上
氏
が
勤
仕
し
て
い
る
。
別
の
史
料

に
「
恵
木
村
祇
園
社
祢
宜　

曽
禰
」
と
あ
る
の
で
）
31
（

、
こ
の
禰
宜
「
そ
ね
」
は
江
木
村

祇
園
社
の
社
家
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
江
木
村
祇
園
社
と
は
、
現
在
久
井
稲
生
神
社
境

内
に
あ
る
摂
社
・
八
重
垣
神
社
で
あ
ろ
う
。
ま
た
見
子
当
の
神
主
「
大
神
田
」
の
箇

所
に
「
こ
れ
（
ハ
）
そ
ね
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、禰
宜
「
そ
ね
」
と
神
主
「
大
神
田
」

と
の
間
に
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
）
32
（

。

次
に
見
子
の
「
き
よ
う
ふ
」
に
「
是
ハ
下
津
村
ま
へ
ど
い
」
と
あ
る
こ
と
に
注
意

し
た
い
。
こ
の
「
き
よ
う
ふ
」
は
、
近
代
、
下
津
村
・
前
土
居
の
大
原
氏
が
勤
仕
し

て
い
る
）
33
（

。
こ
の
大
原
氏
は
、
下
津
八
幡
宮
の
神
主
な
の
で
あ
る
）
34
（

。
ま
た
大
原
氏
は
、

下
津
八
幡
宮
「
宗
法
」
名
の
名
主
で
も
あ
る
。
見
子
当
の
「
き
よ
う
ふ
」
名
は
そ
の

職
掌
を
「
見
子
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
下
津
八
幡
宮
神
主
を
兼
任
し
て
い
る
者
が
単

な
る
見
子
と
は
思
え
な
い
。
大
原
氏
は
、
杭
稲
荷
神
社
社
家
の
一
員
で
あ
り
、
か
つ

下
津
八
幡
宮
神
主
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
杭
稲
荷
神
社
に
は
別
当
寺
・
供
僧
寺
と
い
う
寺
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ

る
）
35
（

。
別
当
寺
で
あ
る
神
宮
寺
は
、江
木
村
、現
在
の
久
井
稲
生
神
社
神
楽
殿
下
に
あ
っ

た
と
さ
れ
る
が
、
廃
絶
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
和
草
村
の
千
林
寺
（
真
言
宗
）
が
神

宮
寺
の
後
を
受
け
て
、
明
治
初
年
ま
で
別
当
寺
を
勤
め
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
他
、

下
津
村
の
伝
光
寺
（
現
専
光
寺
。
浄
土
真
宗
）
と
箱
石
寺
（
廃
寺
）
が
供
僧
寺
で
あ
っ

た
と
い
う
。
杭
稲
荷
神
社
本
祭
の
祭
列
に
「
神
宮
寺
」、「
役
ソ
ウ
（
僧
）」、「
本
坊

箱
石
寺
」、「
石
王
山
相
石
寺
」
が
加
わ
っ
て
い
る
の
で
、
神
宮
寺
や
供
僧
寺
の
存
在

は
確
認
で
き
る
）
36
（

。
し
か
し
、
別
当
寺
・
供
僧
寺
が
杭
稲
荷
神
社
の
運
営
に
ど
の
よ
う

に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
不
明
で
あ
る
。

た
だ
『
藝
藩
通
志
』
に
は
、「
稲
荷
宮
注
連
頭
亀
甲
山
神
宮
寺
」
と
あ
る
）
37
（

。
杭
稲

荷
神
社
の
注
連
頭
を
神
宮
寺
が
勤
仕
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
注
連
頭
が
ど
の
よ
う
な

役
職
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
現
在
の
久
井
稲
生
神
社
宮
座
祭
祀
に
注
連
頭
と
い

う
役
職
が
存
在
し
な
い
の
は
、
神
仏
分
離
で
神
宮
寺
が
祭
祀
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
た

め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
注
連
頭
と
と
も
に
『
藝
藩
通
志
』
は
、「
別
当
猪
儀
兼
政
、
門
田
利
春
」
を

あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
が
現
在
の
別
当
「
か
ね
正
」・「
門
田
」
に
相
当
す
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。

別
当
の
「
か
ね
正
」
は
、
近
代
で
は
江
木
村
の
猪
儀
氏
が
勤
め
て
い
る
。
猪
儀
氏

は
ま
た
、
地
頭
座
の
兼
正
名
の
名
主
で
も
あ
る
。

も
う
一
方
の
別
当
「
門
田
」
は
、
近
代
、
江
木
村
の
門
田
・
福
松
氏
が
勤
仕
し
て

い
る
。こ
の
門
田
・
福
松
氏
は
門
田
の
屋
号
を
も
ち
、江
木
村
の
艮
神
社
に
お
け
る「
ま

い
と
ん
で
」
名
の
名
主
に
も
な
っ
て
い
る
）
38
（

。
ま
た
こ
の
門
田
は
、
戦
国
期
に
臨
時
に

物
申
役
を
預
か
っ
た
門
田
刑
部
大
夫
と
も
関
連
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
（
こ
の
点
は

後
述
す
る
）。

注
連
頭
が
別
当
寺
で
あ
る
神
宮
寺
の
所
役
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
こ
の
二
つ
の
別
当

は
供
僧
寺
が
担
当
し
た
所
役
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
供
僧
寺
が
退
転
し
た
り
、

神
仏
分
離
で
祭
祀
か
ら
離
れ
て
い
っ
て
、
別
当
は
個
人
の
所
役
の
よ
う
に
変
化
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
注
連
頭
が
現
在
の
見
子
当
に
痕
跡
を
留
め
な
い
の
に
対

し
て
、
別
当
二
名
の
み
が
残
存
し
て
い
る
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
一
八
名
の
見
子
当
成
員
の
う
ち
、「
宮
本
」・「
大
神
田
」（
杭
稲
荷

神
社
神
主
）、（
東
西
二
名
の
）「
物
申
」（
杭
稲
荷
神
社
神
職
）、
祇
園
社
「
祢
宜
」、

下
津
八
幡
神
社
神
主
、
注
連
頭
（
神
宮
寺
）、（
二
名
の
）「
別
当
」（
供
僧
寺
）
の
九

名
が
、
杭
稲
荷
神
社
及
び
そ
れ
に
関
連
す
る
神
主
・
神
職
・
供
僧
で
あ
っ
た
。
こ
れ

以
外
の
巫
女
と
さ
れ
る
九
名
の
な
か
に
も
、
祇
園
社
「
祢
宜
」
や
下
津
八
幡
神
社
神

主
の
よ
う
に
関
連
す
る
神
社
の
神
職
で
あ
っ
た
者
が
い
る
可
能
性
が
高
い
。

し
た
が
っ
て
、
見
子
当
は
、
杭
稲
荷
神
社
や
他
社
の
神
職
及
び
別
当
寺
・
供
僧
寺

の
供
僧
な
ど
、
杭
荘
一
円
の
宗
教
施
設
を
統
括
す
る
集
団
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
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（
表
１
）。

次
に
杭
稲
荷
神
社
名
主
座
の
運
営
を
、
見
子
当
と
領
家
座
・
地
頭
座
と
の
関
係
の

あ
り
か
た
を
軸
に
み
て
み
た
い
。

領
家
座
・
地
頭
座
に
は
触
頭
と
い
う
役
職
が
あ
る
。
領
家
座
で
は
光
宗
名
が
触
頭

で
、
現
在
、
同
名
の
名
主
で
あ
る
江
木
村
の
山
科
氏
が
担
当
し
て
い
る
。
地
頭
座
で

は
助
歳
名
が
触
頭
で
、
現
在
、
同
名
の
名
主
で
あ
る
莇
原
村
の
定
光
氏
が
担
当
し
て

い
る
。

そ
れ
で
は
、
触
頭
と
は
ど
の
よ
う
な
職
務
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
次
の
史
料

を
み
て
み
た
い
。

当
神
社
東
西
両
座
御
当
帳
ノ
儀
ハ
往
古
ヨ
リ
触
頭
手
元
ニ
ハ
保
存
候
得
共
、
神

社
備
付
ノ
物
無
之
、
且
又
触
頭
ヨ
リ
年
々
当
番
主
ヘ
触
レ
附
ク
ル
ニ
モ
株
主
異

動
ア
リ
テ
相
違
ヲ
生
ジ
候
事
モ
ア
リ
、
古
老
等
ニ
尋
ネ
候
次
第
ニ
テ
困
難
ヲ
極

メ
、
近
来
ハ
神
社
費
ヨ
リ
御
当
料
ヲ
支
出
候
場
合
、
神
社
ニ
名
簿
備
付
ナ
ク
テ

ハ
不
便
不
尠
候
ニ
付
、
今
回
氏
子
総
代
ト
熟
議
、
各
惣
代
人
字
毎
ニ
調
査
シ
、

別
紙
ノ
通
リ
調
製
、
惣
代
人
連
印
一
部
ヅ
ヽ
東
座
（
領
家
分
）
触
頭
山
科
若
之

助
、
西
座
（
地
頭
分
）
定
光
保
太
郎
ヘ
渡
シ
、
異
動
ア
レ
バ
時
々
訂
正
ヲ
加
ヘ

永
遠
御
神
酒
献
備
ノ
古
式
ヲ
保
存
シ
報
本
反
始
ノ
礼
典
ヲ
無
欠
年
執
行
ス
ベ
キ

コ
ト

要
ナ
リ

　
　

但
シ
御
当
ニ
関
ス
ル
古
式
並
ニ
沿
革
ハ
別
帳
ニ
認
メ
置
ク

　
　
　

明
治
四
十
二
年
拾
月
拾
壱
日

　
　
　

稲
生
神
社
々
掌　

羽
田
正
義

　
　
　
　
　

氏
子
総
代  

山
名
敬
之

（
中
略
）

右
御
当
ヲ
所
有
セ
ル
家
ニ
ハ
従
来
注
連
田
ト
云
フ
田
ア
リ
、
毎
年
東
西
両
座
共

順
番
ニ
名
宛
合
計
四
名
当
番
ト
ナ
ル
、
十
月
一
日
注
連
下
シ
ト
称
シ
テ
久
井
村

字
江
木
山
科
典
膳
、
是
レ
ハ
東
座
受
持
触
頭
、
仝
村
字
莇
原
定
光
善
祐
、
是
レ

ハ
西
座
受
持
触
頭
、
此
両
人
当
屋
ニ
行
キ
其
注
連
田
ニ
葉
付
ノ
青
竹
ヲ
二
ヶ
所

ニ
建
テ
注
連
縄
ヲ
張
リ
神
籬
ヲ
立
テ
祭
事
ヲ
行
フ
、（
中
略
）
例
祭
ノ
翌
日
、

両
座
ノ
受
持
触
頭
、
当
屋
ニ
行
キ
注
連
田
ニ
付
キ
祭
事
ヲ
ナ
シ
終
テ
注
連
縄
等

悉
皆
除
ク
（
下
略
）
39
（

）

こ
れ
に
よ
る
と
、
触
頭
の
職
掌
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
領
家
座
・
地
頭
座
そ
れ
ぞ
れ
の
御
当
帳
を
保
管
す
る
。

名 職掌 名の
所在地 関連する座 御当主 本来の職掌（含推定）

かけ久（陰久） けん子 江木村 地頭座・艮神社 陰久氏
ほうさこ（これハさね正） けん子 下津村 南氏
さたミつ（貞光）〈定光〉 見子 江木村 地頭座・艮神社 千鶴氏 物申（杭稲荷神社の神職）

地頭座の触頭
九郎右衛門（三クハ） けん子 江木村 宮迫氏
かね正（兼正・金正） へんとう 江木村 地頭座・艮神社 猪儀氏 見子当の触本（触頭）

別当寺・供僧寺の住持
九郎右衛門（九郎左衛門まへもんで）
〈まへ門田〉

見子 江木村 渡辺氏

宮本 神主 下津村（広正名＝領家座）羽田氏 杭稲荷神社の神主
きようふ（下津村まへどい） 見子 下津村 大原氏 下津八幡神社の神主
門田 へんとう 江木村 門田氏 別当寺・供僧寺の住持 
さね正（宮さこ） 見子 江木村 地頭座・艮神社 秋保氏
そね ねき 江木村 賀上氏 祇園社の祢宜
むねとう（宗藤） 見子 和草村 地頭座 宗藤氏  
とちさこ（兼正） 見子 江木村 岡田氏
大神田（そね） 神主 江木村 岡田氏
物申 けん子 江木村 山科氏 領家座の触頭

物申（杭稲荷神社の神職）
艮神社・諏訪神社の神主

いきとう〈ゆきとう〉 見子 莇原村 行迫氏
末のふ（末信） 見子 莇原村 地頭座 迫氏  
とうとう（とち迫） けん子 江木村 定信氏

表1　見子当の構成

注（1）名及び職掌欄は，年未詳（宝暦４年カ）神子とう覚（稲 009-0004 ～ 0010）の記載をもとにした。
　 （2）御当主及び名の所在地の欄には，玉浦護『宮座「御神酒献備之古式」（詳解）』（久井町文化財協会，

1968 年）に記載されている 1960 年当時の御当主とその所在地を参考までに示した。
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②
毎
年
、
各
座
の
当
番
主
に
当
番
で
あ
る
こ
と
を
触
れ
る
。

③
当
番
主
の
注
連
田
に
お
け
る
注
連
下
ろ
し
・
注
連
上
げ
の
祭
祀
を
司
る
。

こ
れ
ら
の
職
務
は
、
一
九
六
八
（
昭
和
四
三
）
年
の
調
査
時
で
も
継
続
さ
れ
て
い

る
）
40
（

。こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
領
家
座
の
触
頭
が
江
木
村
の
山
科
氏
、
地
頭
座
の
触

頭
が
莇
原
村
の
定
光
氏
と
い
う
点
で
あ
る
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
領
家
座
の
触
頭

で
あ
る
山
科
氏
は
、
領
家
座
担
当
の
物
申
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
地
頭
座
の
触
頭
で
あ

る
定
光
氏
は
、
地
頭
座
担
当
の
物
申
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
よ
う
に
、
現

在
の
触
頭
の
家
と
物
申
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
家
が
同
一
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た

い
。次

に
注
意
し
た
い
の
は
、
触
頭
が
注
連
田
に
お
け
る
注
連
下
ろ
し
・
注
連
上
げ
の

祭
祀
に
直
接
関
わ
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
物
申
が
一
般
的
に
い
わ
れ
る
祝
詞
を
奏
上

す
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
祭
祀
に
関
わ
っ
て
い
た
か

は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
杭
稲
荷
神
社
神
主
主
催
の
祭
祀
以
外
で
、
領
家
座
・
地
頭
座

の
各
座
に
関
わ
る
祭
祀
と
い
う
点
で
最
も
ふ
さ
わ
し
い
の
が
、
こ
の
注
連
下
ろ
し
・

注
連
上
げ
の
祭
祀
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
、
領
家
座
・
地
頭
座
の
各
座
に
い
た
と
想

定
さ
れ
る
物
申
が
こ
の
祭
祀
に
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
、
最
も
自
然
で
あ
ろ

う
。こ

の
こ
と
か
ら
、
触
頭
の
職
務
は
、
も
と
も
と
物
申
の
職
務
の
一
環
で
あ
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
神
職
と
し
て
の
物
申
が
退
転
し
た
後
も
、
そ
の
職
務
（
の
一
部
）

が
物
申
勤
仕
の
家
に
固
着
し
て
、
触
頭
と
い
う
形
で
残
存
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

こ
の
こ
と
を
考
え
る
う
え
で
示
唆
的
な
の
は
、
見
子
当
の
触
頭
の
問
題
で
あ
る
。

一
七
五
四
（
宝
暦
四
）
年
か
そ
れ
以
前
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
「
神
子
と
う
覚
）
41
（

」

を
作
成
し
た
の
は
、「
触
本　

江
木
村　

金
正
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
触
本
」
と
い

う
の
は
、触
頭
と
同
じ
意
味
で
あ
ろ
う
。す
な
わ
ち
、こ
の
時
期
の
見
子
当
の
触
本（
触

頭
）は
金
正
名
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の「
金
正
」は
、同
じ
史
料
に「
か

ね
正　

へ
ん
と
う
」
と
で
て
く
る
、「
か
ね
正
」
で
あ
ろ
う
。「
金
正
」
は
地
頭
座
に

で
て
く
る
兼
正
で
、
屋
号
を
兼
政
と
い
う
江
木
村
の
猪
儀
氏
が
現
在
勤
仕
し
て
い
る

名
で
あ
る
。
こ
の
兼
正
名
は
、
ま
た
江
木
村
の
艮
神
社
名
主
座
の
名
で
も
あ
る
）
42
（

。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
金
正
（
兼
政
）
名
が
「
へ
ん
と
う
」
す
な
わ
ち

別
当
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
別
当
と
は
、
供
僧
寺
の
関
係
者

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

別
当
が
触
頭
の
よ
う
な
職
務
を
お
こ
な
え
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
後
述

す
る
戦
国
期
の
物
申
相
論
が
参
考
に
な
る
。
こ
の
相
論
で
は
、
も
う
ひ
と
り
の
別
当

で
あ
る「
門
田
」名
の
門
田
刑
部
大
夫
及
び
門
田
太
郎
左
衛
門
が
貞
光
四
郎
三
郎（
貞

光
名
）の
物
申
職
を
臨
時
に
預
か
っ
た
こ
と
が
発
端
で
あ
っ
た
）
43
（

。
別
当
の
門
田
氏
は
、

一
時
「
致
其
勤
」
す
な
わ
ち
物
申
の
務
め
を
お
こ
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

見
子
当
で
は
、
別
当
が
触
頭
を
兼
務
し
て
い
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
見
子
当
の
別

当
は
領
家
座
・
地
頭
座
の
触
頭
に
相
当
す
る
職
務
に
つ
い
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

こ
れ
も
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
宝
暦
四
年
以
降
の
あ
る
段
階
で
、
見
子
当
の
触

頭
は
兼
正
名
か
ら
離
れ
て
、「
宮
本
」
名
す
な
わ
ち
杭
稲
荷
神
社
神
主
家
に
移
動
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
現
在
で
も
、
見
子
当
の
触
頭
は
久
井
稲
生
神
社
宮
司
が
務
め
て

い
る
。

以
上
の
点
か
ら
み
て
、
神
職
で
あ
る
物
申
が
触
頭
相
当
の
職
務
を
し
て
い
た
こ
と

は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

触
頭
の
職
務
は
、
も
と
も
と
、
見
子
当
で
は
別
当
が
、
領
家
座
・
地
頭
座
で
は
物

申
が
、
そ
れ
ぞ
れ
務
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
見
子
当
・
領
家
座
・
地
頭
座
三
座
の
触

頭
が
す
べ
て
見
子
当
の
構
成
員
で
あ
っ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味

は
、
次
に
あ
ら
た
め
て
考
え
た
い
。

な
お
、
久
井
稲
生
神
社
祭
祀
の
報
告
書
に
は
、
各
座
に
「
座
頭
」（
ざ
が
し
ら
）

と
い
う
役
職
が
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
）
44
（

。
各
々
の
座
の
最
上
席
に
着
座
す
る
者
の
こ

と
で
、
見
子
当
は
宮
本
名
（
下
津
村
の
久
井
稲
生
神
社
宮
司
羽
田
氏
）、
領
家
座
は
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貞
久
名
（
下
津
村
の
定
久
氏
）、
地
頭
座
は
国
時
名
（
江
木
村
の
門
田
氏
）
で
あ
る

と
い
う
。
し
か
し
、
座
頭
は
古
文
書
に
は
み
ら
れ
な
い
し
、
見
子
当
で
触
頭
も
兼
務

す
る
宮
本
名
以
外
は
、
座
頭
に
特
別
の
職
務
は
な
い
。
座
頭
と
い
う
名
称
そ
の
も
の

は
、
新
し
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
当
該
の
家
が
古
く
か
ら
の
家
柄
で
あ
る
こ

と
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

❸
惣
荘
名
主
座
と
個
別
村
落
名
主
座
・
宮
座

こ
れ
ま
で
度
々
触
れ
て
き
た
が
、
天
文
年
間
に
地
頭
座
の
物
申
職
を
め
ぐ
る
争
い

が
起
こ
る
。
次
の
史
料
を
み
て
み
よ
う
。

　

（
花
押
）

杭
庄
御
稲
荷
物
申
役
之
事
、
先
年
雖
貞
光
存
知
之
前
候
、
貞
光
息
四
郎
三
郎
依

為
幼
少
、
右
神
職
之
事
、
門
田
刑
部
大
夫
契
約
之
候
、
然
処
、
只
今
四
郎
三
郎

以
先
規
之
旨
可
致
存
知
之
由
、
去
夏
以
来
申
操
候
、
就
刑
部
大
夫
近
年
致
其
勤

候
之
条
、
彼
者
一
期
可
存
知
之
候
、
以
後
之
儀
者
、
四
郎
三
郎
社
役
相
勤
候
而
、

於
其
上
、
刑
部
孫
子
四
郎
三
郎
女
子
申
合
、
物
申
役
之
事
、
無
相
違
、
長
久
可

致
其
調
候
、
自
然
於
離
別
之
族
者
、
彼
役
之
事
可
被
付
貞
光
女
子
者
也
、
仍　

御
下
知
之
状
、
如
件

　
　

天
文
廿
三
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桂
孫
七
郎

　
　
　

十
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

景
信
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
田
大
和
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

景
久
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

赤
河
左
京
亮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
保
（
花
押
）

　
　
　
　
　

貞
光
四
郎
三
郎
殿）45
（

先
代
の
貞
光
某
が
務
め
て
い
た
物
申
職
を
、
貞
光
某
の
子
息
で
あ
る
貞
光
四
郎
三

郎
が
幼
少
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、
門
田
刑
部
大
夫
が
預
か
っ
て
勤
仕
し
て

い
た
。
そ
の
後
、
成
長
し
た
貞
光
四
郎
三
郎
が
門
田
刑
部
大
夫
に
物
申
職
の
返
還
を

求
め
た
。
門
田
が
そ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
相
論
に
な
っ
た
）
46
（

。
そ
れ
に
対
し

て
だ
さ
れ
た
裁
定
が
本
文
書
で
あ
る
。

こ
の
文
書
で
は
、
門
田
刑
部
大
夫
が
死
ぬ
ま
で
物
申
職
を
務
め
る
。
そ
の
後
は
貞

光
四
郎
三
郎
が
同
職
を
引
き
継
ぐ
。
そ
し
て
将
来
的
に
は
門
田
の
子
孫
と
四
郎
三
郎

の
娘
と
を
結
婚
さ
せ
、
そ
の
夫
婦
（
実
際
に
は
門
田
家
子
孫
の
男
子
）
が
物
申
職
を

受
け
継
ぐ
。
た
だ
し
そ
の
結
婚
が
破
綻
し
た
場
合
は
、
四
郎
三
郎
の
娘
が
物
申
職
を

受
け
継
ぐ
と
し
て
い
る
。

こ
の
後
の
経
過
を
示
す
史
料
は
な
い
。

近
代
の
状
況
を
み
る
と
、
貞
光
氏
の
後
裔
と
思
わ
れ
る
莇
原
村
の
定
光
氏
は
、
地

頭
座
・
助
歳
名
の
名
主
で
あ
り
、
か
つ
地
頭
座
の
触
頭
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
見
子

当
の
定
光
名
は
江
木
村
の
千
鶴
氏
が
勤
仕
し
て
お
り
、
ま
た
こ
の
定
光
名
は
物
申
で

は
な
く
、
単
な
る
見
子
で
あ
る
。

ま
た
門
田
氏
の
後
裔
と
思
わ
れ
る
江
木
村
の
門
田
氏
は
、
見
子
当
の
門
田
名
名
主

で
あ
る
。
た
だ
し
門
田
名
は
別
当
で
は
あ
る
が
、
物
申
で
は
な
い
。

そ
し
て
見
子
当
で
物
申
は
江
木
村
・
山
科
氏
の
物
申
名
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
物
申

名
は
別
当
で
あ
る
が
、
山
科
氏
が
領
家
座
の
触
頭
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
述
し

た
よ
う
に
、
山
科
氏
の
物
申
名
は
領
家
座
に
対
応
す
る
物
申
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。す

な
わ
ち
近
代
に
お
い
て
、
地
頭
座
の
物
申
は
消
滅
し
、
見
子
座
の
定
光
名
は
別

家
が
継
承
し
、地
頭
座
の
触
頭
の
み
を
定
光
氏
が
維
持
し
て
い
る
状
況
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
点
か
ら
み
て
、
天
文
の
地
頭
座
物
申
相
論
を
起
点
と
し
て
、
そ
の
後
の
あ

る
段
階
で
地
頭
座
の
物
申
職
は
退
転
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、何
故
に
地
頭
座
物
申
職
を
め
ぐ
る
相
論
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
点
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
物
申
が
そ
れ
ぞ
れ
領
家
座
・
地
頭
座
の
触
頭
を
兼
務

し
て
い
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
杭
荘
内
の
名
主
座

祭
祀
を
め
ぐ
る
、
社
家
間
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
め
ぐ
る
争
い
が
背
景
に
あ
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
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物
申
職
は
本
来
触
頭
と
同
様
の
役
を
務
め
て
い
た
。
ま
た
見
子
当
に
は
下
津
八
幡

宮
や
江
木
村
祇
園
社
の
神
主
社
家
が
い
た
。
そ
こ
で
、
下
津
村
や
江
木
村
な
ど
個
別

村
落
の
祭
祀
の
面
か
ら
、杭
荘
名
主
座
な
ら
び
に
見
子
当
の
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
。

ま
ず
前
に
ふ
れ
た
下
津
村
の
下
津
八
幡
宮
と
江
木
村
の
艮
神
社
に
つ
い
て
み
て
み

よ
う
。

一
六
四
九
（
慶
安
二
）
年
、
下
津
八
幡
宮
の
頭
文
に
は
、
二
四
の
名
が
み
ら
れ

る
）
47
（

。
こ
の
う
ち
、
二
一
名
は
領
家
座
の
名
と
同
じ
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
近
広
・
貞

広
の
二
名
は
領
家
座
・
地
頭
座
双
方
に
み
ら
れ
る
。
ま
た
旦
所
名
は
地
頭
座
に
あ
る

名
で
あ
る
。
残
る
清
兼
名
）
48
（

の
み
が
、
領
家
座
・
地
頭
座
と
関
係
の
な
い
名
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
中
世
以
来
の
名
で
構
成
さ
れ
て
い
る
下
津
八
幡
宮
名
主
座

は
、
中
世
後
期
に
成
立
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

こ
の
下
津
八
幡
宮
で
注
意
し
た
い
の
は
、
同
宮
名
主
座
を
構
成
す
る
名
が
ほ
と
ん

ど
下
津
村
に
所
在
し
て
い
る
一
方
、
行
広
・
旦
所
・
貞
広
・
石
丸
の
四
名
が
吉
田
村

に
位
置
し
て
い
る
点
で
あ
る
）
49
（

。
す
な
わ
ち
、
下
津
八
幡
宮
は
下
津
村
及
び
吉
田
村
を

祭
祀
圏
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
吉
田
村
で
は
、
下
津
八
幡

宮
を
「
村
方
協
議
」
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
村
落
鎮
守
（
ま
た
は
そ
れ
に
準
じ
る
も

の
）
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
下
津
八
幡
宮
の
名
主
座
は
、
単
な
る
個
別
村
落
名
主
座
で
は

な
く
、
複
数
の
村
落
に
ま
た
が
る
準
惣
荘
鎮
守
社
の
名
主
座
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
準
惣
荘
宮
座
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
美
作
国
弓
削
荘

の
厨
谷
神
社
の
事
例
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
）
50
（

。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
下
津
八
幡
宮
名
主
座
は
、
中
世
後
期
に
成
立
し
た
、
杭
荘
の

準
惣
荘
宮
座
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

一
方
、江
木
村
の
艮
神
社
名
主
座
の
全
一
八
名
中
、九
名
が
地
頭
座
に
あ
る
名
（
う

ち
四
名
が
見
子
当
と
重
複
し
て
い
る
）
で
あ
る
。
地
頭
座
の
名
が
中
核
で
あ
る
と
い

う
点
に
お
い
て
、
領
家
座
の
名
が
中
心
の
下
津
八
幡
宮
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
艮
神

社
残
り
の
九
名
、「
え
き
の
し
た
、
ひ
ら
も
と
、
た
か
な
す
、
よ
ね
ま
る
、
ふ
も
と
、

ま
い
と
み
や
す
、
と
ら
の
ま
い
、
ま
い
と
ん
で
、
ば
く
ろ
う
ざ
」
は
、
領
家
座
・
地

頭
座
と
も
に
関
係
が
な
い
。
下
津
八
幡
宮
に
比
べ
て
、中
世
以
来
の
名
が
少
な
い
が
、

艮
神
社
の
名
主
座
も
、
中
世
後
期
に
成
立
し
た
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

下
津
八
幡
宮
と
艮
神
社
の
状
況
の
相
違
は
、
ひ
と
つ
に
は
前
者
の
名
を
示
す
史
料

が
近
世
の
頭
文
で
あ
り
、
後
者
が
近
代
の
頭
文
で
あ
る
点
で
あ
る
。
ま
た
中
世
で
も

遅
い
段
階
に
後
者
（
の
名
主
座
）
が
形
成
し
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
艮
神
社
の
い
ず
れ
の
名
も
、
江
木
村
に
所
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
艮
神

社
は
個
別
村
落
単
位
の
名
主
座
で
あ
る
。

中
世
以
来
の
名
で
組
織
さ
れ
て
い
る
全
荘
的
な
杭
稲
荷
神
社
名
主
座
や
準
惣
荘
宮

座
の
下
津
八
幡
宮
に
比
べ
て
、
祭
祀
圏
の
狭
い
個
別
村
落
宮
座
の
艮
神
社
で
は
、
経

済
的
規
模
の
点
な
ど
か
ら
、
名
の
変
質
や
新
名
の
形
成
な
ど
の
変
容
要
因
を
強
く
受

け
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

こ
の
こ
と
は
、
美
作
国
弓
削
荘
に
お
け
る
準
惣
荘
宮
座
で
あ
る
厨
谷
神
社
や
個
別

村
落
宮
座
で
あ
る
山
王
宮
例
講
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
惣
荘
名
主
座
で
あ
る
弓
削
荘

志
呂
宮
の
名
主
座
が
中
世
前
期
以
来
の
旧
名
を
基
盤
と
す
る
の
に
対
し
て
、
厨
谷
神

社
や
さ
ら
に
個
別
村
落
を
基
盤
と
す
る
山
王
宮
例
講
で
は
南
北
朝
期
以
降
の
新
名
・

小
名
が
多
く
の
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
て
い
た
）
51
（

。

下
津
八
幡
宮
や
艮
神
社
の
名
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
以
上
の
よ

う
に
理
解
し
て
お
き
た
い
。

史
料
と
し
て
は
近
代
の
も
の
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
杭
荘
に
は
下
津
八
幡
宮

や
艮
神
社
以
外
に
も
、
個
別
村
落
の
宮
座
が
あ
っ
た
。

明
治
一
二
年
か
ら
一
四
年
の
間
に
四
冊
作
成
さ
れ
た
諸
神
社
出
勤
雑
費
社
入
附
込

帖
と
い
う
史
料
に
は
、
杭
荘
内
各
村
落
の
祭
祀
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ
る
）
52
（

。
そ
の

な
か
の
吉
田
村
の
項
目
に
八
幡
宮
が
み
え
、そ
れ
に
関
し
て
「
吉
光
名
」、「
石
丸
名
」、

「
当
注
連
下
し
」、「
村
方
協
議
之
上
本
年
ヨ
リ
勤
ム
」
な
ど
の
記
載
が
み
え
る
（
附

込
帖
Ｂ
）。
こ
の
吉
光
名
、
石
丸
名
は
い
ず
れ
も
吉
田
村
に
所
在
す
る
下
津
八
幡
宮

の
名
で
あ
り
、
ま
た
中
世
以
来
の
杭
稲
荷
神
社
領
家
座
の
名
で
も
あ
る
）
53
（

。「
村
方
協
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議
之
上
本
年
ヨ
リ
勤
ム
」
と
あ
る
の
は
、
吉
光
名
分
の
名
頭
役
を
西
谷
幾
蔵
と
い
う

人
が
本
年
か
ら
勤
仕
す
る
こ
と
の
可
否
を
村
方
が
協
議
し
て
許
容
し
た
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
下
津
八
幡
宮
の
名
主
座
は
吉
田
村
で
も
村
鎮
守
と
同

じ
扱
い
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
こ
の
下
津
八
幡
宮
に
関
し
て
、
吉
光
名
、
石
丸
名
な
ど
の
名
が
み
ら
れ
、「
当

注
連
下
し
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
近
代
の
下
津
八
幡
宮
に
お
い
て
も
名

主
座
の
祭
祀
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
当
注
連
下
し
」
は
名
頭
人

の
注
連
田
に
お
け
る
注
連
下
ろ
し
の
神
事
を
指
す
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

 

吉
田
村
で
は
、こ
れ
以
外
に
吉
田
村
厳
島
社
で
「
当
」・「
当（
マ
マ
） 

夜
」・「（
当
）
昼
」（
附

込
帖
Ｄ
）、吉
田
村
天
満
宮
で「
当
」（
附
込
帖
Ｄ
）、吉
田
村
某
社（
大
仙
社
カ
）で「
当
」

（
附
込
帖
Ｂ
・
Ｄ
）
の
記
載
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
吉
田
村
で
は
下
津
八
幡
宮

の
名
主
座
に
参
加
す
る
の
み
な
ら
ず
、
同
村
内
の
厳
島
社
・
天
満
宮
・
某
社
（
大
仙

社
カ
）
で
も
頭
役
神
事
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

和
草
村
の
（
上
組
）
八
幡
宮
に
も
、「
宮
講
」、「
当
注
連
下
し
」、「
八
幡
御
当
」

な
ど
の
記
載
が
み
ら
れ
る
（
附
込
帖
Ａ
・
Ｂ
）。

莇
原
村
で
も
、高
杉
社
に
「
当
屋
」、「
夕
当
」、「（
昼
）
当
」（
附
込
帖
Ｄ
）、某
社
（
愛

宕
社
カ
）
に
「
当
」、「
当
番
」、「
下
谷
当
番
」（
附
込
帖
Ｂ
・
Ｄ
）、
某
社
（
上
大
幡

社
カ
）
に
「
上
大
幡
祭
」、「
番
」（
附
込
帖
Ｂ
）、
某
社
（
中
大
幡
社
カ
）
に
「
中
大

幡
祭
」、「
番
」（
附
込
帖
Ｂ
）、某
社
（
大
幡
社
カ
）
に
「
大
幡
祭
」、「
下
谷
当
番
」（
附

込
帖
Ｄ
）、
及
び
莇
原
村
某
社
（
神
社
名
不
詳
）
に
「
宮
講
」（
附
込
帖
Ａ
・
Ｂ
・
Ｄ
）

と
あ
る
。

下
津
村
で
も
金
比
羅
社
に
「
当
番
」、「
献
供
当
番
」（
附
込
帖
Ｂ
・
Ｄ
）
が
み
ら

れ
る
。
ま
た
下
津
八
幡
宮
名
主
座
の
「
末
長
名
」（
下
津
村
）
や
「
当
」、「
注
連
下
し
」

な
ど
の
記
載
が
、
下
津
村
の
項
に
み
え
る
（
附
込
帖
Ｄ
）。

以
上
の
よ
う
に
、
個
別
村
落
の
宮
座
と
判
定
さ
れ
た
の
は
、
吉
田
村
の
厳
島
社
・

天
満
宮
・
某
社
（
大
仙
社
カ
）、
和
草
村
の
（
上
組
）
八
幡
宮
、
莇
原
村
の
高
杉
社
・

某
社
（
愛
宕
社
カ
）・
某
社
（
上
大
幡
社
カ
）・
某
社
（
中
大
幡
社
カ
）・
某
社
（
大

幡
社
カ
）・
某
社
（
神
社
名
不
詳
）
及
び
下
津
村
の
金
比
羅
社
で
、
全
部
で
一
一
社

に
な
る
。

こ
の
一
一
社
に
艮
神
社
及
び
準
惣
荘
名
主
座
の
下
津
八
幡
宮
を
加
え
て
一
覧
表
に

し
た
の
が
、「
表
２　

準
惣
荘
及
び
個
別
村
落
の
宮
座
一
覧
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
見

て
あ
ら
た
め
て
思
う
の
は
、
原
田
敏
明
氏
の
説
）
54
（

の
よ
う
に
、
一
村
落
に
一
神
社
（
一

宮
座
）
と
い
う
従
来
の
思
い
込
み
の
も
つ
一
面
性
で
あ
る
。
明
治
の
神
社
合
祀
な
ど

で
神
社
が
大
幅
に
廃
絶
し
て
い
っ
た
後
の
状
況
か
ら
の
み
で
宮
座
を
考
え
る
研
究
傾

向
が
、
こ
れ
ま
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
表
２
に
よ
る
と
、
一
村
落
に
複
数
の
宮
座
が

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
現
存
の
民
俗
儀
礼
で
も
、「
宮
の
当
」
と
「
堂
の
当
」

な
ど
の
よ
う
に
、
本
来
は
複
数
の
宗
教
施
設
の
頭
役
が
一
つ
の
宮
座
組
織
で
営
ま
れ

て
い
る
例
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
は
複
数
の
施
設
の
複
数
の
宮
座

頭
役
が
あ
っ
た
名
残
で
あ
ろ
う
。
近
代
以
前
、
た
と
え
村
落
内
集
団
と
し
て
は
一
つ

で
あ
っ
て
も
、
複
数
の
宗
教
施
設
の
頭
役
を
勤
仕
し
て
い
た
可
能
性
も
十
分
考
え
ら

れ
る
。
今
後
は
、
こ
の
点
を
十
分
ふ
ま
え
て
、
宮
座
祭
祀
の
復
元
を
お
こ
な
っ
て
い

く
必
要
が
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
れ
ら
個
別
村
落
の
宮
座
は
、
い
つ
頃
、
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
点
を
考
え
る
う
え
で
検
討
し
た
い
の
が
、
附
込
帖
に
み
え
る
他
の
神
社
祭
祀
で

あ
る
。

た
と
え
ば
、
江
木
村
に
は
、
諏
訪
神
社
の
龍
王
祭
・
水
分
祭
が
あ
り
（
附
込
帖
Ｂ

〜
Ｄ
）、下
津
村
に
は
厳
島
神
社
や
水
分
神
社
の
祭
礼
や
某
社
の
牛
馬
祭
が
あ
る
（
附

込
帖
Ｂ
〜
Ｄ
）。
和
草
村
に
は
、
下
組
八
坂
神
社
の
八
坂
祭
や
水
神
社
・
貴
船
社
・

愛
宕
社
の
祭
礼
が
あ
る
し
（
附
込
帖
Ａ
〜
Ｄ
）、
羽
倉
村
に
は
矢
矧
神
社
の
矢
矧
祭
、

伊
勢
神
社
の
伊
勢
祭
、
天
降
神
社
の
天
降
祭
及
び
八
幡
宮
の
祭
礼
が
あ
る
（
附
込
帖

Ａ
〜
Ｄ
）。
泉
村
に
は
八
幡
宮
の
八
幡
祭
、
多
賀
神
社
の
多
賀
祭
及
び
吉
備
津
神
社
・

貴
船
社
の
祭
礼
が
あ
り
（
附
込
帖
Ａ
〜
Ｄ
）、莇
原
村
八
幡
宮
の
八
幡
祭
（
附
込
帖
Ａ
・

Ｃ
・
Ｄ
）
や
吉
田
村
某
社
の
金
神
祭
も
あ
る
（
附
込
帖
Ｂ
・
Ｄ
）。
こ
れ
ら
一
八
社

の
祭
礼
は
ほ
と
ん
ど
が
氏
子
祭
祀
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
氏
子
祭
祀
で
な
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く
と
も
、
記
載
の
仕
方
か
ら
み
て
宮
座
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
附
込
帖
に
は
、
一
一
社
の
宮
座
と
同
じ
く
、
一
八
社
に
及
ぶ
氏
子
祭

礼
（
ま
た
は
宮
座
と
は
異
な
る
祭
祀
）
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
村
落
に
お
け
る
氏
子

祭
祀
は
、
一
般
的
に
近
世
社
会
の
所
産
で
あ
る
）
55
（

。

ま
た
氏
子
祭
祀
が
隆
盛
し
て
い
く
一
方
で
、
近
世
に
お
い
て
形
骸
化
し
つ
つ
あ
る

宮
座
祭
祀
を
個
別
村
落
が
新
た
に
開
始
す
る
と
い
う
の
も
、
こ
の
一
二
社
（
艮
神
社

を
含
む
）
と
い
う
数
か
ら
し
て
、
不
自
然
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
点
か
ら
み
て
、
こ
の
一
一
社
の
個
別
村
落
宮
座
は
、
近
世
氏
子
祭
祀
が
成

立
す
る
以
前
の
、
中
世
後
期
に
お
け
る
所
産
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

中
世
後
期
の
杭
荘
に
お
い
て
は
杭
稲
荷
神
社
の
惣
荘
名
主
座
、
下
津
八
幡
宮
の
準

惣
荘
名
主
座
、
そ
し
て
江
木
村
の
艮
神
社
な
ど
一
二
社
の
個
別
村
落
宮
座
が
成
立
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
美
作
国
弓
削
荘
に

お
け
る
惣
荘
名
主
座
、
準
惣
荘
名
主
座
及
び
個
別
村
落
名
主
座
（
宮
座
）
の
あ
り
か

た
と
共
通
す
る
状
況
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
鎌
倉
期
以
来
の
旧
名
を
基
盤
と
し
て
い
た
杭
稲
荷
神
社
の
惣
荘

名
主
座
や
下
津
八
幡
宮
の
準
惣
荘
名
主
座
、
そ
し
て
個
別
村
落
の
宮
座
が
、
杭
荘
に

お
い
て
重
層
的
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
個
別
村
落
宮
座
の
祭
祀
と
神
主
・
社
家
と
は
ど
の
よ
う

な
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

前
述
し
た
よ
う
に
惣
荘
名
主
座
の
見
子
当
に
は
、
祇
園
社
祢
宜
や
別
当
な
ど
杭
稲

荷
神
社
関
連
寺
社
の
社
家
・
供
僧
が
い
た
。
そ
し
て
杭
荘
内
の
個
別
村
落
宮
座
の
神

主
も
見
子
当
の
一
員
で
あ
っ
た
。

一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
の
下
津
八
幡
神
社
御
当
帳
に
は
、「
当
神
社
御
当
帳
ハ

慶
安
二
巳
年
九
月
調
製
神
主
大
原
家
保
存
有
之
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
）
56
（

。
こ
の
大
原

氏
は
、
前
に
み
た
よ
う
に
、
見
子
当
の
「
ま
へ
と
い
刑
部
」
名
を
勤
仕
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

見
子
当「
物
申
」の
山
科
氏
は
、矢
矧
神
社
の
神
主
で
も
あ
る
）
57
（

。
こ
の
矢
矧
神
社
は
、

さ
き
に
み
た
羽
倉
村
の
矢
矧
神
社
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
山
科
氏
は
、
一
八
八
一

（
明
治
一
四
）
年
に
江
木
村
の
艮
神
社
及
び
諏
訪
神
社
の
社
衛
（
社
用
係
）
に
も
任

命
さ
れ
て
い
る
）
58
（

。

江
木
村
の
艮
神
社
の
神
主
は
、
黒
田
氏
で
あ
っ
た
。
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
の

艮
神
社
御
当
帳
に

御
調
郡
久
井
村
大
字
江
木
鎮
座
無
格
社
艮
神
社
ハ
古
社
ニ
シ
テ
往
古
ヨ
リ
例
祭

日
御
神
酒
献
備
之
古
式
ア
リ
、御
当
帳
ハ
寛
政
九
年
卯
九
月
神
主
黒
田
要
調
製
、

夫
ニ
依
リ
毎
年
触
来
リ
候）59
（

と
あ
る
。
こ
の
黒
田
氏
が
見
子
当
の
一
員
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
前

村落名 神社名 史料上の特徴的な表記 典拠
下津村 下津八幡宮 下津八幡神社御当帳，当，注連下し，末長名 ①②⑤
下津村 金比羅社 当番，献供当番 ④⑤
江木村 艮神社 艮神社御當帳 ⑥
吉田村 下津八幡宮 下津八幡神社御当帳，当注連下し，村方協議

之上本年ヨリ勤ム
①②④

吉田村 厳島社 当，当夜（ママ），（当）昼 ⑤
吉田村 天満宮 当 ⑤
吉田村 某社（大仙社カ） 当 ④⑤
和草村（上組）八幡宮 宮講，当注連下し，八幡御当 ③④
莇原村 某社（神社名不詳）宮講 ③④⑤
莇原村 高杉社 当屋，夕当，（昼）当 ⑤
莇原村 某社（愛宕社カ） 当，当番，下谷当番 ④⑤
莇原村 某社（上大幡社カ） 上大幡祭，番 ④
莇原村 某社（中大幡社カ） 中大幡祭，番 ④
莇原村 某社（大幡社カ） 大幡祭，下谷当番 ⑤

【典拠】（「稲」は久井稲生神社文書の写真版，「山」は山科家文書の写真版を意味
する）
①慶安 2年下津八幡宮御当覚（稲 076-0003）
②大正 5年下津八幡神社御当帳（稲 076-0001 ～ 0015）
③明治 12 年諸神社出勤雑費社入附込帖（稲 009-0044 ～ 0114）
④明治 13 年諸神社出勤雑費社入附込帖（稲 009-0121 ～ 0173）
⑤明治 14 年諸神社出勤雑費社入附込帖（稲 009-0198 ～ 0251）
⑥大正 5年艮神社御当帳（稲 078-0001 ～ 0016・山 1-03-0014-0001 ～ 0007）

表2　準惣荘及び個別村落の宮座一覧
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述
し
た
よ
う
に
、
一
八
八
一
（
明
治
一
四
）
年
に
山
科
氏
が
艮
神
社
の
社
衛
に
任
ぜ

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
稲
生
神
社
祠
掌
兼
権
訓
導  

羽
田
正
造
」
か
ら
任
じ
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
に
は
黒
田
氏
は
艮
神
社
神
主

か
ら
退
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
見
子
当
の
名
所
持
者
に
黒
田
氏
の
名
前
が
み

え
な
い
の
も
、
こ
う
し
た
事
情
と
一
連
の
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
い

ち
お
う
、
本
来
、
艮
神
社
神
主
黒
田
氏
は
見
子
当
の
一
員
で
も
あ
っ
た
が
、
何
ら
か

の
事
情
で
神
主
を
や
め
、
見
子
当
か
ら
も
退
い
た
も
の
と
考
え
て
お
き
た
い
。

同
じ
く
明
治
一
四
年
に
山
科
氏
は
諏
訪
神
社
の
社
衛
に
も
任
じ
て
い
る
。
こ
の
諏

訪
神
社
は
、
前
出
し
た
江
木
村
の
諏
訪
神
社
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
艮
神
社
と
同
様
、

前
神
主
社
家
の
退
転
に
と
も
な
う
施
策
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
諏
訪
神
社
の
神
主
社

家
も
、
艮
神
社
神
主
黒
田
氏
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
も
の
と
推
定
し
て
お
き
た
い
。

個
別
村
落
宮
座
の
神
主
社
家
に
つ
い
て
は
、以
上
の
点
し
か
明
ら
か
に
で
き
な
い
。

下
津
八
幡
宮
、
艮
神
社
、
矢
矧
神
社
、
諏
訪
神
社
以
外
の
九
つ
の
個
別
村
落
宮
座
の

神
主
社
家
に
つ
い
て
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
一
方
、
見
子
当
は
一
八
名
で
あ
る
。
見

子
当
の
大
部
分
の
名
は
、
個
別
の
職
掌
が
不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
前
記
九
社
以
外

の
個
別
村
落
宮
座
の
神
主
社
家
も
、
も
と
も
と
は
見
子
座
の
成
員
だ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。現
在
、こ
の
間
の
事
情
を
直
接
知
り
う
る
史
料
は
、残
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
別
の
角
度
か
ら
こ
の
こ
と
を
推
測
す
る
手
だ
て
は
あ
る
。
そ
こ
で
、
い
ま

い
ち
ど
、
話
を
天
文
年
間
の
物
申
職
相
論
に
も
ど
す
。

こ
の
相
論
は
、
地
頭
座
の
物
申
職
を
本
来
の
物
申
職
で
あ
る
貞
光
氏
と
同
職
を
一

時
預
か
っ
た
門
田
氏
と
の
間
で
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
物
申
職
は
単
に
見
子

当
に
お
け
る
神
職
で
は
な
く
、地
頭
座
の
触
頭
を
兼
務
す
る
役
職
だ
っ
た
。
こ
の
後
、

近
世
に
お
け
る
経
緯
は
不
明
だ
が
、
近
代
に
は
地
頭
座
の
物
申
は
消
滅
し
、
見
子
座

の
定
光
名
は
江
木
村
の
千
鶴
氏
が
継
承
し
、
定
光
氏
は
地
頭
座
の
触
頭
の
み
を
維
持

し
て
い
た
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
物
申
職
が
触
頭
を
兼
務
す
る
神
職
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。

領
家
座
及
び
地
頭
座
そ
れ
ぞ
れ
の
物
申
職
は
、
頭
人
へ
の
触
れ
や
注
連
田
の
注
連
下

ろ
し
・
注
連
上
げ
と
い
う
神
事
を
主
宰
す
る
。
こ
れ
は
杭
稲
荷
神
社
名
主
座
祭
祀
の

基
礎
と
な
る
作
業
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
申
職
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
杭
稲
荷

神
社
名
主
座
の
主
導
権
の
一
翼
を
担
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。逆
に
い
え
ば
、

物
申
相
論
と
は
、
杭
稲
荷
神
社
名
主
座
の
主
導
権
争
い
の
一
端
な
の
で
あ
る
。

こ
の
主
導
権
争
い
は
、
近
世
を
通
し
て
さ
ら
に
拡
が
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。さ

き
に
個
別
村
落
宮
座
の
存
在
を
示
し
た
史
料
と
し
て
、
明
治
一
二
年
か
ら
一
四

年
の
間
に
四
冊
作
成
さ
れ
た
諸
神
社
出
勤
雑
費
社
入
附
込
帖
を
用
い
た
。
実
は
こ
の

史
料
は
、
久
井
稲
生
神
社
神
主
羽
田
氏
が
諸
神
社
に
出
勤
す
る
折
の
雑
費
な
ど
を
記

録
し
た
覚
書
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、こ
の
記
録
に
載
っ
て
い
る
諸
社
の
祭
祀
は
、

明
治
一
二
年
か
ら
一
四
年
の
時
点
で
久
井
稲
生
神
社
神
主
羽
田
氏
の
管
轄
下
に
入
っ

て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
い
ま
一
度
、
附
込
帖
に
記
載
さ
れ
て
い
た
諸
社
を
神
職
の
面
か
ら
見
直
し

て
み
よ
う
。

ま
ず
下
津
八
幡
宮
で
あ
る
が
、同
社
は
も
と
も
と
大
原
氏
が
神
主
を
務
め
て
い
た
。

附
込
帖
四
冊
（
Ａ
〜
Ｄ
）
す
べ
て
に
同
社
の
祭
祀
に
関
す
る
記
載
が
あ
る
。
羽
田
氏

が
管
理
す
る
久
井
稲
生
神
社
文
書
の
な
か
に
、
慶
安
二
年
及
び
大
正
五
年
の
下
津
八

幡
宮
御
当
覚
（
帳
）
が
あ
る
）
60
（

。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
少
な
く
と
も
明
治
一
二
年
以

降
、羽
田
氏
が
下
津
八
幡
宮
の
差
配
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
の
徴
証
と
い
え
よ
う
。

大
正
五
年
の
御
当
覚
帳
に
は
明
確
に
「
八
幡
神
社
受
持
社
掌 

羽
田
正
義
」
と
あ
る
。

艮
神
社
は
、
少
な
く
と
も
一
七
九
七
（
寛
政
九
）
年
ま
で
は
黒
田
要
氏
が
神
主
を

務
め
て
い
た
）
61
（

。
こ
の
艮
神
社
に
関
し
て
も
、
附
込
帖
四
冊
（
Ａ
〜
Ｄ
）
す
べ
て
に
同

社
の
祭
祀
に
関
す
る
記
載
が
あ
る
。
ま
た
久
井
稲
生
神
社
文
書
の
な
か
に
大
正
五
年

艮
神
社
御
当
帳
が
あ
る
）
62
（

。
こ
こ
か
ら
や
は
り
、
少
な
く
と
も
明
治
一
二
年
以
降
、
羽

田
氏
が
艮
神
社
の
差
配
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

江
木
村
の
諏
訪
神
社
の
神
主
が
誰
で
あ
っ
た
か
は
、不
明
で
あ
る
。
一
七
五
七（
宝

暦
七
）
年
の
江
木
村
諏
訪
神
社
縁
起
に
「
右
願
主
中
田
藤
右
衛
門
福
則
」
と
あ
る
）
63
（

が
、
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こ
の
中
田
氏
が
神
主
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
諏
訪
神
社
に
関
し

て
も
、
附
込
帖
四
冊
（
Ａ
〜
Ｄ
）
す
べ
て
に
同
社
の
祭
祀
に
関
す
る
記
載
が
あ
る
。

ま
た
宝
暦
七
年
の
江
木
村
諏
訪
神
社
縁
起
も
久
井
稲
生
神
社
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
明
治
一
二
年
以
降
、
羽
田
氏
が
諏
訪
神
社
の
差
配
を
お

こ
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
前
に
み
た
よ
う
に
明
治
一
四
年
、
山
科
氏
が
艮
神
社

及
び
諏
訪
神
社
の
社
衛
（
社
用
係
）
に
任
命
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
任
命
者
で
あ

る
羽
田
氏
の
管
理
下
に
あ
っ
た
ポ
ス
ト
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

羽
倉
村
の
矢
矧
神
社
は
、
少
な
く
と
も
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
ま
で
、
山
科
氏

が
神
主
を
務
め
て
い
た
）
64
（

。
こ
の
矢
矧
神
社
も
、
附
込
帖
四
冊
（
Ａ
〜
Ｄ
）
す
べ
て
に

記
載
が
あ
り
、
少
な
く
と
も
明
治
一
二
年
以
降
、
羽
田
氏
が
差
配
を
お
こ
な
っ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
以
外
に
も
、
附
込
帖
四
冊
（
Ａ
〜
Ｄ
）
が
作
成
さ
れ
た
明
治
一
二
年
以
降
、

吉
田
村
厳
島
社
、同
村
天
満
宮
、同
村
某
社
（
大
仙
社
カ
）、和
草
村
（
上
組
）
八
幡
宮
、

莇
原
村
高
杉
社
、
同
村
某
社
（
愛
宕
社
カ
）、
同
村
某
社
（
上
大
幡
社
カ
）、
同
村
某

社
（
中
大
幡
社
カ
）、
同
村
某
社
（
神
社
名
不
詳
）、
下
津
村
金
比
羅
社
の
一
〇
社
が

羽
田
氏
の
差
配
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
羽
田
氏
へ
の
杭
荘
内
（
久
井
町
内
）
に
お
け
る
神
職
の
集
中
は
、
直

接
に
は
近
代
に
お
け
る
帰
結
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
近
代
に
お
け
る
村
落
小
社
を

維
持
す
る
経
済
的
な
困
難
な
ど
が
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
明
治
に
入
っ
て
一
〇
年
間
ほ
ど
で
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
神
社
の
差
配
を

集
中
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
動
向
に
は
、
前
近
代
に
お
け
る
各
神
社

の
神
主
・
神
職
の
相
互
関
係
が
歴
史
的
前
提
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
近
世
、
さ
ら
に
は
そ
れ
以
前
、
物
申
相
論
が
お
こ
な
わ
れ
た
戦
国

期
か
ら
引
き
続
い
た
動
向
の
歴
史
的
帰
結
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
中
世
以
来
の
杭
荘
内
に
お
け
る
神
主
・
社
家
の
主
導
権
争
い
が
背
景

に
あ
っ
て
、
最
終
的
に
は
久
井
稲
生
神
社
神
主
羽
田
氏
に
よ
る
管
理
集
中
が
進
ん
だ

も
の
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
廃
仏
毀
釈
に
と
も
な
い
、
杭
稲
荷
神
社
名
主
座
か
ら
別
当
寺
・
供
僧
寺
の
僧

侶
が
分
離
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
影
響
と
し
て
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
現
在

の
見
子
当
の「
別
当
」を
勤
仕
す
る
の
は
俗
人
で
あ
り
、そ
こ
に
仏
教
色
は
全
く
な
い
。

現
在
、
見
子
座
の
成
員
に
は
、
職
掌
の
な
い
者
が
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
る
。
杭
荘

に
お
け
る
神
主
・
社
家
の
主
導
権
争
い
と
廃
仏
毀
釈
に
と
も
な
う
別
当
寺
・
供
僧
寺

僧
侶
の
分
離
が
、そ
う
し
た
事
態
の
直
接
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
神
主
・
社
家
の
主
導
権
争
い
の
背
景
に
は
何
が
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。

中
国
地
方
に
も
、
近
世
初
頭
に
行
政
組
織
と
し
て
庄
屋
・
組
頭
が
設
置
さ
れ
た
。

こ
の
庄
屋
と
名
主
座
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。『
久
井
町
誌
』

に
幕
末
か
ら
明
治
維
新
期
に
か
け
て
の
庄
屋
の
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
）
65
（

。
山
名
小
太

郎
（
江
木
村
）、
田
中
清
七
郎
・
井
上
譲
四
郎
（
下
津
村
）、
半
田
嘉
三
郎
・
秦
又
一

郎
（
吉
田
村
）、
栗
原
虎
太
郎
（
莇
原
村
）、
栗
原
昇
三
郎
（
羽
倉
村
）、
佐
々
木
良

右
衛
門
（
和
草
村
）、
井
上
慎
太
郎
（
黒
郷
村
）、
金
行
九
郎
兵
衛
（
泉
村
）
の
一
〇

人
が
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
一
致
す
る
名
主
座
成
員
は
、
泉
村
の
金
行
九
郎
兵
衛

（
領
家
座
貞
末
名
）
の
み
で
あ
る
）
66
（

。
こ
れ
以
外
に
村
落
名
と
苗
字
の
み
が
一
致
す
る

の
は
、
江
木
村
の
山
名
氏
（
領
家
座
）
と
下
津
村
の
井
上
氏
（
領
家
座
・
下
津
八
幡

宮
）
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の
七
人
は
、名
主
座
の
な
か
に
全
く
見
当
た
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
少
な
く
と
も
幕
末
か
ら
明
治
初
頭
に
お
い
て
は
、
名
主
座
は
村
落
有

力
者
を
包
摂
す
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
近
世
の
ど
の
時
期
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
相
違
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

名
主
座
が
集
団
と
し
て
の
村
落
行
政
能
力
を
喪
失
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
名
の
形
骸
化
と
と
も
に
、
名
主
座
が
祭
祀
組
織
と
し
て
純

化
し
て
い
く
大
き
な
契
機
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
名
主
座
の
祭
祀
組
織
へ
の
純
化
の
な
か
で
、
惣
荘
名
主
座
に
よ
る
個

別
村
落
名
主
座
・
宮
座
に
対
す
る
規
制
強
化
を
は
か
る
こ
と
に
よ
り
、
伝
統
的
な
身

分
秩
序
維
持
の
権
威
的
組
織
と
し
て
の
延
命
が
模
索
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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そ
の
過
程
の
な
か
で
神
主
・
社
家
の
主
導
権
争
い
が
な
さ
れ
、
最
終
的
に
は
久
井

稲
生
神
社
神
主
へ
の
機
能
集
中
に
帰
結
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

❹
名
単
位
の
祭
祀

と
こ
ろ
で
、山
科
家
文
書
に
は
、「
貞
光
鋪
神
様
明
田
入
用
覚
（
帳
）」
な
る
史
料
が
、

一
七
八
一
（
天
明
元
）
年
、
一
八
二
五
（
文
政
八
）
年
、
一
八
三
一
（
文
政
一
四
＝

天
保
二
）
年
の
三
年
分
残
さ
れ
て
い
る
）
67
（

。

貞
光
は
杭
荘
の
名
の
名
称
で
あ
り
、「
明
田
」
は
名
田
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
帳
面
に
は
、
多
様
な
人
物
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
各
々
が
そ
れ
ぞ

れ
三
反
七
畝
か
ら
二
歩
の
田
地
を
振
り
分
け
ら
れ
、
ま
た
祭
祀
に
対
す
る
一
定
の
醵

出
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
多
様
な
人
物
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
単
な
る
同
族
祭
祀
と
は
異
な
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
各
人
に
振
り
分
け
ら
れ
た
田
地
は
、「
明
田
」（
名
田
）
の
一
部

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

近
世
の
中
国
地
方
に
は
、
三
宝
荒
神
を
祭
る
荒
神
名
と
い
う
祭
祀
組
織
が
あ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
68
（

。
し
か
し
、
山
科
家
文
書
に
は
、
別
に
三
宝
荒
神
神
楽
を
差

定
し
て
い
る
組
織
が
あ
り
）
69
（

、
貞
光
鋪
神
明
田
が
荒
神
名
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

以
上
の
点
か
ら
、
こ
れ
は
名
を
単
位
と
す
る
祭
祀
の
存
在
を
示
す
も
の
と
い
え
よ

う
。
貞
光
名
を
単
位
と
し
て
、
名
主
及
び
作
人
に
相
当
す
る
（
し
て
い
た
）
者
た
ち

に
よ
る
共
同
祭
祀
と
思
わ
れ
る
。

名
を
単
位
と
す
る
祭
祀
は
、
貞
光
名
だ
け
で
は
な
か
っ
た
（
表
３
）。
神
社
合
祀

で
消
滅
し
た
神
社
の
な
か
に
、
清
宗
供
神
社
、
清
宗
大
番
神
社
、
田
郎
丸
供
神
社
、

金
政
供
神
社
、
金
政
奥
敷
神
社
、
実
光
敷
神
社
、
貞
宗
供
神
社
、
貞
光
供
神
社
、
宗

平
供
神
社
、
行
広
大
番
社
、
石
丸
敷
神
社
な
ど
の
社
名
が
み
え
る
）
70
（

。
こ
れ
ら
の
神
社

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
清
宗
、
太
郎
丸
、
兼
正
、
実
光
、
貞
宗
、
貞
光
、
宗
平
、
行
広
、

石
丸
な
ど
の
名
の
名
前
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
神
社
の
祭
祀
の
あ
り
か
た
は

不
明
で
あ
る
が
、
貞
光
鋪
神
の
よ
う
な
名
単
位
の
祭
祀
組
織
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
な
お
、
貞
光
供
神
社
と
貞
光
鋪
神
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
名
単
位
の
祭
祀
は
中
世
に
ま
で
遡
及
す
る
存
在
な
の
だ

ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
全
く
徴
証
が
な
い
が
、
同
じ
く
名
を
単
位
と
す
る
荒
神

名
が
中
世
の
所
産
で
あ
っ
た
こ
と
が
参
考
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
）
71
（

。

杭
稲
荷
神
社
の
名
頭
の
少
な
く
と
も
一
部
は
、
こ
の
よ
う
な
名
単
位
の
祭
祀
組
織

を
背
後
に
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
杭
稲
荷
神
社
名
主
座
祭
祀
の
責
務
を
果
た
し
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

以
上
、
備
後
国
杭
荘
に
お
け
る
名
主
座
の
構
成
と
そ
の
運
営
の
あ
り
か
た
に
つ
い

て
考
察
し
た
。

杭
荘
で
は
、
杭
稲
荷
神
社
の
惣
荘
名
主
座
、
下
津
八
幡
宮
の
準
惣
荘
名
主
座
、
艮

神
社
な
ど
荘
内
一
二
の
個
別
村
落
名
主
座
・
宮
座
が
重
層
的
に
存
在
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
た
。

ま
た
杭
荘
で
は
惣
荘
名
主
座
の
見
子
当
が
惣
荘
名
主
座
の
み
な
ら
ず
、
個
別
村
落

名
主
座
・
宮
座
の
運
営
に
お
い
て
も
大
き
な
影
響
を
有
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が

確
認
で
き
た
。
見
子
当
は
荘
内
の
神
主
・
社
家
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
核
に
位
置
す

る
司
令
塔
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。そ
う
し
た
全
荘
的
な
名
主
座
運
営
の
シ
ス
テ
ム
を
、

本
稿
で
は
不
十
分
な
が
ら
見
通
す
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
こ
の
神
主
・
社
家
の
集
団
が
、
近
世
に
お
け
る
名
主
座
の
祭
祀
組
織
純
化
の

過
程
で
主
導
権
を
め
ぐ
る
争
い
を
起
こ
し
て
い
っ
た
こ
と
も
推
測
で
き
た
。
こ
の
主

導
権
争
い
が
か
え
っ
て
、
近
世
名
主
座
に
関
す
る
史
料
の
伝
来
を
妨
げ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。

特
に
近
世
史
料
の
伝
来
の
乏
し
さ
は
、
名
主
座
研
究
に
お
け
る
大
き
な
障
害
で
あ
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る
。
本
稿
で
は
、
近
代
史
料
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
名
主
座
の
構
成
や
運
営

の
あ
り
か
た
を
何
と
か
再
現
で
き
な
い
か
と
努
め
た
。

し
か
し
近
世
に
お
け
る
名
主
座
の
変
化
に
つ
い
て
詳
し
い
知
見
が
得
ら
れ
な
か
っ

た
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。
た
だ
史
料
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
、
中
世
的
な
祭
祀
組

織
が
何
も
変
化
せ
ず
に
近
代
に
い
た
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
来

か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
名
内
部
の
変
化
と
と
も
に
、
個
別
村
落
宮
座
が
惣
荘
名
主
座

に
与
え
た
影
響
、
名
主
座
と
村
落
行
政
組
織
と
の
乖
離
な
ど
、
考
察
す
べ
き
点
は
少

な
く
な
い
。

従
来
、
名
主
座
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
山
陽
・
山
陰
地
方
に
加
え
て
、
四
国

の
讃
岐
国
・
阿
波
国
・
土
佐
国
、
九
州
の
豊
前
国
・
豊
後
国
・
筑
前
国
・
筑
後
国
・

肥
前
国
な
ど
に
も
名
主
座
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
）
72
（

。
さ
ら
に
能
登

国
・
美
濃
国
・
三
河
国
・
遠
江
国
な
ど
中
部
・
北
陸
地
方
に
も
名
主
座
が
存
在
し
て

い
る
。
畿
内
で
も
山
城
国
や
和
泉
国
に
は
名
主
座
が
み
ら
れ
る
が
、
ほ
ぼ
畿
内
近
国

の
臈
次
成
功
制
宮
座
分
布
地
域
を
取
り
巻
く
形
で
ド
ー
ナ
ツ
状
に
名
主
座
が
分
布
し

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
点
か
ら
、
少
な
く
と
も
中
世
後
期
に
関
し
て
は
従
来
の
よ
う
な
東
西
二
分
論

の
よ
う
な
村
落
類
型
論
は
成
立
し
な
い
こ
と
が
明
白
に
な
っ
た
。

今
後
は
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
で
こ
の
よ
う
に
村
落
内
身
分
の
各
類
型
が
分

布
し
た
の
か
と
い
う
歴
史
的
な
意
味
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
さ
ら
に
、

名
主
座
分
布
領
域
の
さ
ら
に
外
側
の
地
域
を
ど
う
位
置
づ
け
る
べ
き
か
が
問
題
に
な

る
。今

後
も
、
以
上
の
よ
う
な
点
に
留
意
し
な
が
ら
、
名
主
座
の
研
究
を
続
け
て
い
き

た
い
。

祭神名または神社名 対応する名 名が所属する座 名の所在地  合祀先神社 備考 出典
貞光鋪神 貞光名 地頭座・艮神社 江木村 貞光供神社との関係は不明 ①～③
貞光供神社 貞光名 地頭座・艮神社 江木村 艮大御社 貞光鋪神との関係は不明 ④
貞宗供神社 貞宗名 地頭座・艮神社 江木村 艮大御社 ④
清宗供神社 清宗名 地頭座・艮神社 江木村 諏訪大御神社 清宗大番神社との関係は不明 ④
清宗大番神社 清宗名 地頭座・艮神社 江木村 諏訪大御神社 清宗供神社との関係は不明 ④
田郎丸供神社 太郎丸名 地頭座・艮神社 江木村 諏訪大御神社 ④
金政供神社 兼正名 見子当・地頭座・艮神社 江木村 諏訪大御神社 金政奥敷神社との関係は不明 ④
金政奥敷神社 兼正名 見子当・地頭座・艮神社 江木村 諏訪敷神社 金政供神社との関係は不明 ④
実光敷神社 実光名 領家座 羽倉村 諏訪敷神社 ④
宗平供神社 宗平名 領家座・下津八幡宮 下津村 艮大御社 ④
行広大番社 行広名 領家座・下津八幡宮 吉田村 市木島御社 ④

石丸敷神社 石丸名 領家座・下津八幡宮 吉田村 天神社 ④

【典拠】（山は山科家文書の写真版を意味する）
①天明元年貞光鋪神様明田入用覚帳（山 1-02-0043-0001 ～ 0011）
②文政８年貞光鋪神様明田入用覚（山 1-03-0004-0001 ～ 0010）
③文政 14（天保２）年貞光鋪神様明田入用帳（山 1-03-0003-0001 ～ 0009）
④明治５年御社合併万記覚（山 1-02-0045-0001 ～ 0011）

表3　名単位の祭祀一覧
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註（
１
）　

名
主
座
に
関
し
て
は
、薗
部
寿
樹
『
村
落
内
身
分
と
村
落
神
話
』（
校
倉
書
房
、二
〇
〇
五
年
、

第
二
章
）、及
び
同
「
名
主
職
と
名
主
頭
役
身
分
―
安
芸
国
久
島
郷
を
中
心
に
―
」（『
米
沢
史
学
』

二
二
号
、
二
〇
〇
六
年
）、
同
「
周
防
国
賀
保
荘
に
お
け
る
名
主
座
に
つ
い
て
」（『
米
沢
史
学
』

二
三
号
、
二
〇
〇
七
年
）、
同
「
村
落
内
身
分
の
地
域
類
型
と
讃
岐
国
詫
間
荘
」（『
山
形
県
立

米
沢
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
四
三
号
、
二
〇
〇
八
年
）、
同
「
名
主
座
の
変
質
と
そ
の
意
義
―

讃
岐
国
井
原
荘
の
冠
尾
八
幡
宮
宮
座
―
」・「
名
主
座
の
分
布
領
域
と
讃
岐
国
」（
い
ず
れ
も
『
山

形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
附
属
生
活
文
化
研
究
所
報
告
』
三
五
号
、
二
〇
〇
八
年
）、
同
「
中

部
・
北
陸
地
方
の
名
主
座
に
つ
い
て
」・「
山
口
県
に
お
け
る
名
主
座
に
つ
い
て
」（
い
ず
れ
も
『
米

沢
史
学
』
二
四
号
、
二
〇
〇
八
年
）、
同
「
山
陰
地
方
の
名
主
座
に
つ
い
て
」（
上
・
下
）（『
山

形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
四
四
号
、『
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
附
属
生
活
文

化
研
究
所
報
告
』
三
六
号
、
二
〇
〇
九
年
）、
同
「
徳
島
県
・
高
知
県
の
名
主
座
と
名
集
落
に

つ
い
て
」（
前
掲
『
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
附
属
生
活
文
化
研
究
所
報
告
』
三
六
号
）、

同
「
大
分
県
の
名
主
座
に
つ
い
て
」（『
史
境
』
五
八
号
、
二
〇
〇
九
年
）、
同
「
福
岡
県
に
お

け
る
名
主
座
に
つ
い
て
」・「
兵
庫
県
西
部
に
お
け
る
名
主
座
に
つ
い
て
」（『
米
沢
史
学
』
二
五

号
、二
〇
〇
九
年
）、同
「
村
落
内
身
分
の
地
域
分
布
と
開
発
」（
坂
田
聡
編
『
禁
裏
領
山
国
荘
』、

高
志
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）、
同
「
畿
内
に
お
け
る
名
主
座
に
つ
い
て
」（『
山
形
県
立
米
沢
女

子
短
期
大
学
紀
要
』
四
五
号
、
二
〇
〇
九
年
）、
同
「
紀
伊
国
の
名
主
座
に
つ
い
て
」（
上
・
下
）

（『
和
歌
山
地
方
史
研
究
』
五
八
・
五
九
号
、
二
〇
一
〇
年
）、
同
「
美
作
国
・
備
前
国
の
名
主
座

に
つ
い
て
」（『
吉
備
地
方
文
化
研
究
』
二
〇
号
、
二
〇
一
〇
年
）、
同
「
広
島
県
の
名
主
座
と

荒
神
名
に
つ
い
て
」（『
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
附
属
生
活
文
化
研
究
所
報
告
』
三
七
号
、

二
〇
一
〇
年
）、
同
「
備
中
国
の
名
主
座
に
つ
い
て
」（『
米
沢
史
学
』
二
六
号
、
二
〇
一
〇
年
）

な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
２
）　

藤
井
昭
『
宮
座
と
名
の
研
究
』（
雄
山
閣
出
版
、一
九
八
七
年
）。
こ
の
他
に
『
久
井
町
誌
』（
久

井
町
、
一
九
九
七
年
）
に
も
当
該
名
主
座
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ
る
が
、
内
容
的
に
は
藤
井

説
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
３
）　

慶
長
三
年
備
後
国
御
調
郡
杭
稲
荷
社
御
祭
御
頭
注
文
（
山
科
勝
美
家
文
書
写
真
版1‒01‒

0007‒0001

〜0003

。
以
下
、
同
家
文
書
を
示
す
際
は
、
山1‒01‒0007‒0001

〜0003
の

よ
う
に
写
真
整
理
番
号
で
記
す
。
山
科
文
書
一
号
、『
広
島
県
史
』
古
代
中
世
資
料
編
Ⅳ
、
広

島
県
、
一
九
七
八
年
）。

（
４
）　

杭
荘
内
で
は
、
他
に
定
光
卓
蔵
氏
所
蔵
文
書
、
藤
川
寿
水
氏
所
蔵
文
書
の
存
在
が
知
ら
れ
る

（
前
掲
註
（
２
）
藤
井
著
書
六
〇
〜
六
一
頁
の
注
（
11
）・（
13
））
が
、今
回
、調
査
で
き
な
か
っ
た
。

（
５
）　
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
三
五　

広
島
県
の
地
名
』（
平
凡
社
、一
九
八
二
年
、三
六
二
頁
）、『
角

川
日
本
地
名
大
辞
典
三
四　

広
島
県
』）（
角
川
書
店
、
一
九
八
七
年
、
三
〇
九
〜
三
一
〇
頁
）

な
ど
。

（
６
）　

文
久
元
年
備
後
刕
御
調
縣
杭
之
庄
江
木
邑
稲
荷
大
明
神
由
来
記
（
久
井
稲
生
神
社
文
書
写
真

版009‒0013

〜0020

）。
以
下
、
同
社
文
書
を
示
す
際
は
、
稲009‒0013

〜0020

の
よ
う

に
写
真
整
理
番
号
で
記
す
。

（
７
）　

藝
藩
通
志
巻
九
八
（『
藝
藩
通
志
』
巻
四
、国
書
刊
行
会
、一
九
八
一
年
、一
六
四
七
頁
）
に
は
、

「
祇
園
社
は
地
主
神
と
称
し
、
稲
荷
神
勧
請
せ
ざ
る
前
よ
り
此
社
あ
り
と
い
ひ
伝
ふ
」
と
あ
る
。

（
８
）　

前
掲
註
（
３
）
に
同
じ
。

（
９
）　

文
政
三
年
覚
（
稲003‒0002

〜0007

）。

（
10
）　

玉
浦
護
『
久
井
稲
生
神
社
宮
座
『
御
神
酒
献
備
之
古
式
』（
詳
解
）』（
久
井
町
文
化
財
協
会
、

一
九
六
八
年
）。

（
11
）　

寛
永
元
年
領
家
座
頭
文
（
稲010‒0002

〜0003

）。

（
12
）　

明
治
四
二
年
一
〇
月
御
当
帳
写
（『
昭
和
七
年
一
二
月
神
社
昇
格
願
』
所
収
文
書
、
稲150-

0015

〜0024

）。
こ
の
写
の
う
ち
、
領
家
座
の
分
の
頭
文
は
山
科
家
が
所
持
し
て
い
る
（
明
治

四
二
年
一
〇
月
稲
生
神
社
東
座
（
領
家
分
）
御
当
帳
、
山1‒03‒0014‒0001

〜0017

）。

（
13
）　

備
中
国
新
見
荘
で
は
、
建
武
年
間
（
一
三
三
四
〜
一
三
三
八
）
に
個
別
村
落
が
徴
税
の

単
位
と
な
っ
て
い
る
（
我
妻
建
治
「
新
見
庄
の
『
村
落
』
の
構
成
的
展
開
」、『
日
本
歴
史
』

一
二
〇
・
一
二
一
号
、
一
九
五
八
年
）。

（
14
）　

前
掲
註
（
２
）
藤
井
著
書
及
び
前
掲
註
（
１
）
薗
部
著
書
。

（
15
）　

年
未
詳
神
子
と
う
覚
（
稲009‒0004

〜0010

）。
な
お
、
こ
の
文
書
に
は
、
宝
暦
四
年

の
年
紀
を
有
す
る
同
じ
表
題
の
文
書
が
合
綴
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
文
書
は

一
七
五
四
（
宝
暦
四
）
年
か
そ
れ
以
前
の
文
書
で
あ
ろ
う
。

（
16
）　

勘
仲
記
正
応
六
年
八
月
四
日
条
（『
増
補
史
料
大
成　

勘
仲
記
』
三
、
所
収
）。

（
17
）　

観
応
二
年
二
月
一
五
日
足
利
尊
氏
下
文
（
福
山
志
料
三
十
二
附
録
古
文
書
、『
大
日
本
史
料
』

六
編
一
四
、
観
応
二
年
二
月
一
五
日
条
、
七
四
四
頁
）。
な
お
、
文
和
元
年
及
び
同
二
年
に
同

地
頭
職
の
沙
汰
付
及
び
打
渡
の
指
令
が
出
さ
れ
て
い
る（
文
和
元
年
一
〇
月
三
日
某
沙
弥
奉
書
、

鼓
文
書
、『
大
日
本
史
料
』
六
編
一
七
、
文
和
元
年
一
〇
月
三
日
条
、
九
四
頁
。
文
和
二
年
九

月
一
三
日
岩
松
頼
宥
打
渡
状
、
福
山
志
料
三
十
二
附
録
古
文
書
、『
大
日
本
史
料
』
六
編
一
七
、

文
和
元
年
一
〇
月
三
日
条
、
九
四
〜
五
頁
）。

（
18
）　

文
和
二
年
一
二
月
日
三
吉
覚
弁
訴
状
案
（
福
山
志
料
三
十
二
附
録
古
文
書
、『
大
日
本
史

料
』
六
編
一
八
、
文
和
二
年
一
二
月
二
三
日
条
、
五
〇
八
〜
九
頁
）、
文
和
二
年
一
二
月
二
三

日
室
町
幕
府
裁
許
状
（
鼓
文
書
、『
大
日
本
史
料
』
六
編
一
八
、
文
和
二
年
一
二
月
二
三
日
条
、

五
〇
九
〜
五
一
〇
頁
）。

（
19
）　

前
掲
註
（
１
）
薗
部
著
書
第
二
章
。

（
20
）　

天
文
二
三
年
四
月
四
日
桂
源
右
衛
門
尉
龍
延
書
下
（
山1‒01‒0001‒0002

、『
御
調
郡
誌
』

第
七　

神
社
、
四
三
一
頁
所
収
）、（
天
文
一
七
年
）
三
月
一
五
日
毛
利
元
就
判
物
（
萩
藩
閥
閲

録
巻
四
九　

小
寺
忠
右
衛
門
家
文
書
、『
萩
藩
閥
閲
録
』
第
二
巻
、
二
一
九
頁
）。
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（
21
）　

前
掲
註
（
１
）
薗
部
「
名
主
職
と
名
主
頭
役
身
分
」。

（
22
）　

前
掲
註
（
15
）
に
同
じ
。

（
23
）　

見
子
当
の
名
所
有
者
の
比
定
に
は
、
大
正
六
年
一
〇
月
久
井
稲
生
神
社
見
子
当
帳
（
稲

079‒0001

〜0024

）
を
用
い
た
。
以
下
も
同
じ
。

（
24
）　

艮
神
社
の
名
に
つ
い
て
は
、
大
正
五
年
一
一
月
艮
神
社
御
当
帳
（
稲078‒0001

〜0016

・

山1‒03‒0014‒0001

〜0007

）
を
参
照
し
た
。

（
25
）　
「
も
の
も
う
し
」・「
も
の
も
う
す
」（
い
ず
れ
も
漢
字
表
記
は
「
物
申
」。『
日
本
国
語
大
辞
典

　

第
二
版
』
第
一
二
巻
、
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
26
）　

天
文
二
三
年
一
〇
月
一
六
日
桂
景
信
・
真
田
景
久
・
赤
河
元
保
下
知
状
（
折
紙
。
山1‒01‒

0004‒0001
。『
御
調
郡
誌
』
第
七　

神
社
、
四
三
一
頁
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
誤
読
箇
所
が

あ
る
）
に
は
、「
神
職
」
と
し
て
の
「
物
申
役
」
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、こ
の
「
物

申
」
は
地
頭
座
の
物
申
で
あ
る
貞
光
名
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
。
こ
の
点
は
後
述
す
る
。

（
27
）　

藝
藩
通
志
（
前
掲
註
（
７
）
と
同
頁
）
に

　
　

 

祝
「
も
の
ま
お
し

白
貞
光
」
と
あ
る
。

（
28
）　

明
治
一
四
年
三
月
六
日
艮
神
社
諏
訪
神
社
社
衛
倚
依
頼
状
（
山1‒03‒0032‒0001

）、
明
治

二
七
年
艮
神
社
諏
訪
神
社
社
用
係
任
命
書
（
山1‒03‒0082‒0001

）。

（
29
）　

前
掲
註
（
26
）
天
文
二
三
年
一
〇
月
一
六
日
桂
景
信
・
真
田
景
久
・
赤
河
元
保
下
知
状
な
ど
。

（
30
）　

前
掲
註
（
３
）
に
同
じ
。

（
31
）　

宝
永
五
年
一
一
月
諸
社
社
家
列
座
次
第
（
稲001‒0002

〜0004

）。

（
32
）　

前
掲
註
（
15
）
史
料
に
は
「
こ
れ
そ
ね
」
と
あ
る
が
、
前
掲
註
（
23
）
史
料
の
同
じ
箇
所
の

注
記
に
「
こ
れ
ハ
そ
ね
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
本
文
の
よ
う
に
判
断
し
た
。

（
33
）　
「
ま
へ
と
い
」
が
前
土
居
で
あ
り
、
大
原
家
の
居
所
ま
た
は
屋
号
で
あ
る
こ
と
は
、
慶
安
二

年
九
月
下
津
八
幡
宮
御
当
覚
（
稲076‒0003

）
に
「
前
土
居
大
原
宗
臣
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

（
34
）　

一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
一
〇
月
下
津
八
幡
神
社
御
当
帳
（
稲076‒0001
〜0015

）
に
下

津
八
幡
神
社
の（
旧
）神
主
と
し
て
大
原
氏
が
み
え
る
。
こ
の
大
原
氏
は
、一
七
〇
八（
宝
永
五
）

年
一
一
月
諸
社
社
家
列
座
次
第
（
稲001‒0002

〜0004

）
に
「
下
津
村
神
主　

大
原
山
城
守

宗
」
と
み
え
る
の
で
、
少
な
く
と
も
近
世
以
来
の
下
津
八
幡
神
社
神
主
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
35
）　

前
掲
註
（
２
）『
久
井
町
誌
』（
三
六
八
〜
三
七
〇
、三
七
六
頁
）。

（
36
）　

年
未
詳
稲
生
神
社
大
祭
絵
巻
（
稲008‒007

〜008‒0024

）。

（
37
）　
『
藝
藩
通
志
』
翻
刻
文
（
前
掲
註
（
７
）
と
同
頁
）
に
は
「
稲
荷
宮
注
連
頭
、亀
甲
山
神
宮
寺
、

祠
官
、
秦
吉
光
、
祝
白
貞
光
、
別
当
猪
儀
兼
政
、
門
田
利
春
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
読
点

の
打
ち
方
に
は
一
部
問
題
が
あ
る
。「
祠
官
、
秦
吉
光
」
は
、
前
後
の
関
係
か
ら
み
て
「
祠
官

秦
吉
光
」
で
な
け
れ
ば
お
か
し
い
。
そ
こ
で
ま
た
、同
じ
く
「
稲
荷
宮
注
連
頭
、亀
甲
山
神
宮
寺
」

も
、「
稲
荷
宮
注
連
頭
亀
甲
山
神
宮
寺
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
注
連
頭
を
勤
め
て
い
た
の
は
、

亀
甲
山
神
宮
寺
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
38
）　

前
掲
註
（
24
）
に
同
じ
。

（
39
）　

前
掲
註
（
12
）
明
治
四
二
年
一
〇
月
御
当
帳
写
。

（
40
）　

前
掲
註
（
10
）
玉
浦
著
書
一
四
〜
一
五
頁
。

　
　
　

現
在
、
見
子
当
の
文
書
は
、
見
子
当
の
触
頭
を
兼
任
す
る
久
井
稲
生
神
社
宮
司
・
羽
田
氏
が

保
管
し
て
い
る
。
領
家
座
の
文
書
は
、
領
家
座
触
頭
の
山
科
氏
と
宮
司
の
羽
田
氏
が
保
管
し
て

い
る
（
宮
司
の
羽
田
氏
が
な
ぜ
保
管
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）。
定
光
家
文
書
に

つ
い
て
は
今
回
、
調
査
で
き
な
か
っ
た
が
、
定
光
氏
が
寛
保
元
年
九
月
吉
日
地
頭
座
御
頭
文
を

所
持
し
て
い
た
こ
と
が
藤
井
氏
の
調
査
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
註
（
２
）
藤
井
著
書

三
八
頁
・
六
〇
頁
注
（
11
））。

　
　
　

な
お
、
久
井
稲
生
神
社
所
蔵
の
大
般
若
経
に
つ
い
て
は
、
薗
部
「
史
料
紹
介　

備
後
国
杭
稲

荷
神
社
所
蔵
般
若
経
奥
裏
書
―
伊
予
国
村
上
氏
関
係
史
料
と
し
て
―
」（『
米
沢
史
学
』
二
二
号
、

二
〇
〇
六
年
）
で
紹
介
し
た
。

（
41
）　

前
掲
註
（
15
）
に
同
じ
。

（
42
）　

前
掲
註
（
24
）
に
同
じ
。

（
43
）　

前
掲
註
（
26
）
天
文
二
三
年
一
〇
月
桂
景
信
等
下
知
状
、
及
び
年
未
詳
（
天
文
二
三
年
カ
）

九
月
一
二
日
右
衛
門
太
夫
景
信
書
状
（
折
紙
。
山1‒01‒0005‒0001

）。

（
44
）　

前
掲
註
（
10
）
玉
浦
著
書
一
三
頁
。

（
45
）　

前
掲
註
（
26
）
天
文
二
三
年
一
〇
月
桂
景
信
等
下
知
状
。
な
お
、前
掲
註
（
26
）『
御
調
郡
誌
』

（
四
三
二
頁
）
に
は
次
の
よ
う
な
注
記
が
あ
る
。

　
　

右
記
名
者
（
桂
景
信
・
真
田
景
久
・
赤
河
元
保
の
こ
と
。
薗
部
注
）
は
何
れ
も
高
山
城
小
早

川
隆
景
の
重
臣
に
て
、
桂
右
衛
門
大
夫
、
真
田
大
和
守
、
赤
川
左
京
亮
は
永
禄
四
年
毛
利
元

就
父
子
高
山
城
に
入
り
し
際
接
待
係
の
内
な
り
、
是
に
由
っ
て
小
早
川
家
と
稲
荷
神
社
の
関

係
頗
る
厚
か
り
し
こ
と
を
知
る
に
足
る
な
り
。

（
46
）　

前
掲
註
（
26
）
天
文
二
三
年
一
〇
月
桂
景
信
等
下
知
状
が
だ
さ
れ
る
以
前
の
も
の
と
思
わ
れ

る
関
係
文
書
が
数
点
、山
科
家
に
残
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
貞
光
氏
の
物
申
職
所
持
を
支
持
・

安
堵
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
文
書
名
を
列
挙
し
て
お
く
。
天
文
二
三
年
四
月
四
日
桂
源
右

衛
門
尉
龍
延
書
下
（
折
紙
）、
同
年
四
月
五
日
佐
藤
通
盛
書
下
（
折
紙
）、
同
年
四
月
一
〇
日
小

寺
義
盛
書
状
（
折
紙
）、年
未
詳
（
天
文
二
三
年
カ
）
九
月
一
二
日
右
衛
門
太
夫
景
信
書
状
（
折

紙
）、
年
未
詳
（
天
文
二
三
年
カ
）
九
月
一
二
日
三
吉
信
盛
書
状
（
折
紙
）。

（
47
）　

慶
安
二
年
九
月
下
津
八
幡
宮
御
当
覚
（
稲076‒0003

）。

（
48
）　

清
兼
名
は
、
前
掲
註
（
12
）
明
治
四
二
年
稲
生
神
社
東
座
（
領
家
分
）
御
当
帳
に
は
領
家
座

の
名
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
の
領
家
座
頭
文
に
は
み
え
な
い
。

（
49
）　

前
掲
註
（
34
）
大
正
五
年
一
〇
月
下
津
八
幡
神
社
御
当
帳
。

（
50
）　

前
掲
註
（
１
）
薗
部
著
書
一
〇
一
〜
一
〇
三
頁
。

（
51
）　

前
掲
註
（
１
）
薗
部
著
書
九
六
〜
一
〇
三
頁
。

（
52
）　
（
Ａ
）
一
八
七
九
（
明
治
一
二
）
年
一
月
諸
神
社
出
勤
雑
費
社
入
附
込
帖
（
横
帳
、
稲
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）、（
Ｂ
）
明
治
一
三
年
一
月
諸
神
社
出
勤
雑
費
社
入
附
込
帖
（
横
帳
、
稲

009‒0121

〜0173

）、（
Ｃ
）
明
治
一
四
年
一
月
諸
神
社
出
勤
雑
費
社
入
附
込
帖
（
横
帳
、
稲

009‒0174

〜0197

）、（
Ｄ
）
明
治
一
四
年
四
月
諸
神
社
出
勤
雑
費
社
入
附
込
帖
（
横
帳
、
稲

009‒0198

〜0251

）。
以
下
、
こ
れ
ら
の
史
料
を
典
拠
と
す
る
際
は
、「
附
込
帖
Ａ
」
の
よ
う

に
示
す
。

（
53
）　

前
掲
註
（
８
）
及
び
（
47
）
に
同
じ
。

（
54
）　

原
田
敏
明
『
村
祭
と
座
』（
中
央
公
論
社
、一
九
七
六
年
）、同
『
村
の
祭
と
聖
な
る
も
の
』（
中

央
公
論
社
、
一
九
八
〇
年
）
な
ど
。

（
55
）　

萩
原
龍
夫
「
氏
子
」（『
国
史
大
辞
典
』
第
二
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
）、
薗
部
寿

樹
「
氏
子
」（『
歴
史
学
事
典
』
第
一
一
巻
、
弘
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）。
前
掲
註
（
12
）
明
治

四
二
年
御
当
帳
の
よ
う
に
近
代
の
杭
稲
荷
神
社
名
主
座
の
構
成
員
も
「
氏
子
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
が
通
常
の
氏
子
祭
祀
と
は
異
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
56
）　

前
掲
註
（
34
）
に
同
じ
。

（
57
）　

明
治
四
年
一
〇
月
矢
矧
神
社
例
祭
并
年
番
神
式
差
定
録
（
竪
帳
、
山1‒02‒0046‒0001

〜

0007

）。

（
58
）　
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This article discusses the construction and development of the myoshu-za in Kuino-sho, Mitsugi-gun, Bingo-

no-kuni （currently the area of Kui in Mihara City, Hiroshima Prefecture）. The myoshu-za was established in the 

Chugoku area in the beginning of the 14th century as a group of people who were called myoshu kashirayaku, and 

held social status in a village. The myoshu kashirayaku play a social role in a village by serving as kashirayaku （a 

head） of the myoshu-za （a kind of miya-za） based on the profession of myoshu. The social status in a village was 

certified and guaranteed by each village group. It was valid inside the village and supported by the finances of the 

village.

The myoshu-za of Kui Inari Shrine in Kuino-sho already existed before the first half of the 14th century, and 

consisted of Mikonoto （Kagura-za）, Higashi-za, and Nishi-za. In Kuino-sho in the last haft of the Middle Ages, 

there were sosho myoshu-za of Kui Inari Shrine, and associate sosho myoshu-za of Shimotsu Hachiman Shrine （based 

on myo of Shimotsu Village and Yoshida Village）, and individual village myoshu-za of twelve shrines; Ushitora 

Shrine of Egi Village; Itsukushima Shrine, Tenman-gu Shrine, and an undisclosed shrine （Daisen Shrine?） 

in Yoshida Village; （Kamigumi） Hachiman Shrine in Waso Village; Takasugi Shrine, an undisclosed shrine 

（Atago Shrine?）, an undisclosed shrine （Kami Ohata Shrine?）, an undisclosed shrine （Naka Ohata Shrine?）, an 

undisclosed shrine （Ohata Shrine?）, and an undisclosed shrine （the shrine name is unknown） in Azobara Village; 

and Kotohira Shrine in Shimotsu Village. This raised alarm over the belief of one shrine （miya-za） in one village 

seen in conventional studies.

Key words: Myoshu-Za, Miyaza, Local Status of villagers, Religious service of Myo unit, KUINO-SHO of BINGO 

country

The Myoshu-Za in KUINO-SHO of BINGO Country
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